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むつ市議会第１９６回定例会会議録 第２号

平成２０年６月１７日（火曜日）午前１０時開議議事日程 第２号

◎諸般の報告

第１ 行政報告

【議案質疑、委員会付託、一部採決】

第２ 議案第55号 むつ市介護老人保健施設条例

第３ 議案第56号 むつ市育英基金条例の一部を改正する条例

第４ 議案第57号 むつ市税条例の一部を改正する条例

第５ 議案第58号 むつ市ひとり親家庭等医療費給付条例及びむつ市重度心身障害者医療費支給条例の一部

を改正する条例

第６ 議案第59号 むつ市地域生活支援事業利用料の特例に関する条例の一部を改正する条例

第７ 議案第60号 むつ市乳幼児医療費給付条例の一部を改正する条例

第８ 議案第61号 むつ市国民保護協議会条例の一部を改正する条例

第９ 議案第62号 訴えの提起について

第10 議案第63号 訴えの提起について

第11 議案第64号 青森県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体数の減少及び青森県市町村職員

退職手当組合規約の変更について

第12 議案第65号 青森県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体数の減少及び青森県市町村総合事務

組合規約の変更について

第13 議案第66号 平成20年度むつ市一般会計補正予算

第14 報告第６号 平成19年度むつ市一般会計繰越明許費繰越計算書

第15 報告第７号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

（平成19年度むつ市一般会計補正予算）

第16 報告第８号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

（むつ市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例）

第17 報告第９号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

（むつ市脇野沢野猿公苑条例の一部を改正する条例）

第18 報告第10号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

（平成19年度むつ市国民健康保険特別会計補正予算）

第19 報告第11号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

（むつ市税条例の一部を改正する条例）

第20 報告第12号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

（平成20年度むつ市老人保健特別会計補正予算）

第21 報告第13号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて
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（むつ市国民健康保険税条例の一部を改正する条例）

第22 報告第14号 専決処分した事項の報告について

（工事請負契約の一部変更契約について）

第23 報告第15号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

（平成20年度むつ市一般会計補正予算）

第24 報告第16号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

（平成20年度むつ市国民健康保険特別会計補正予算）

第25 報告第17号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

（平成20年度むつ市用地造成事業会計補正予算）

本日の会議に付した事件

議事日程に同じ
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◎開議の宣告

午前１０時００分 開議

〇議長（村中徹也） ただいまから本日の会議を開

きます。

ただいまの出席議員は27人で定足数に達してお

ります。

◎諸般の報告

〇議長（村中徹也） 議事に入る前に、諸般の報告

を行います。

まず初めに、けさほど市長から、今定例会に提

出されております議案の一部に誤謬訂正がありま

したので、お手元に配布してあります。

次に、本日この後、下北駅前広場整備事業に係

る経過について、市長から行政報告がありますの

で、ご了承願います。

〇議長（村中徹也） 本日の会議は議事日程第２号

により議事を進めます。

◎日程第１ 行政報告

〇議長（村中徹也） 日程第１ 行政報告を行いま

す。

この際、市長より６月10日に報告がありました

旧脇野沢村における不適正なごみ処理について発

言の訂正の申し入れがありますので、これを許可

します。市長から報告を求めます。市長。

（宮下順一郎市長登壇）

〇市長（宮下順一郎） まず、去る６月10日にご報

告いたしました旧脇野沢村における不適正なごみ

処理についての行政報告の一部に誤りありました

ので、訂正させていただきます。

この行政報告において、処分地周辺の環境調査

に関し、３カ所行ったボーリング調査の水質結果

は、すべて基準値を下回っているとご報告申し上

げましたが、３カ所のうち１カ所で鉛の濃度が

0.023ミリグラムパーリットルとなっており、基

準値0.01ミリグラムパーリットル以下を超えてお

りましたので、これを訂正するとともに、謹んで

おわびを申し上げる次第でございます。

なお、基準値を上回った地点は、さきに配布い

たしました資料の平面図のＢ地点でありまして、

３カ所の調査地点のうち最も処分地から離れてお

り、ここだけが基準値を上回っておりますことか

ら、現在再検査を実施しておりますが、この結果

が出ましたら、皆様にご報告申し上げる所存であ

りますので、ご理解賜りたいと存じます。

次に、下北駅前広場整備事業に係る経過につい

てご報告いたします。

下北駅前広場整備事業につきましては、平成

17年12月開会のむつ市議会第186回定例会におい

て設置されました下北駅前整備促進特別委員会に

付託され、これまでるる審査されてまいりました

が、平成19年８月開会のむつ市議会第193回定例

会における下北駅前整備促進特別委員会中間報告

をもって一応の区切りがつき、現在に至っている

ところであります。

さて、本年度、おかげをもちましていよいよ利

用者に直接かかわる下北駅の駅舎改築等に着手す

ることとなり、今般それらに関連する情報がある

程度まとまりましたことから、議員各位にこの間

の経過等をご説明申し上げますとともに、今後市

民の皆様に市政だよりにおいて工事の概要等をお

知らせし、ご協力を賜りたいと考えているところ

であります。

まず、下北駅改築詳細設計についてであります

が、平成19年６月18日付でＪＲ東日本盛岡支社と

協定を締結し、平成20年２月13日付で設計図等の
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成果品が市へ提出され、同月20日付で受領したと

ころであります。

今回議員各位にお示ししておりますイメージ図

が新駅舎の完成予想図となっておりますが、新駅

舎の概要を申し上げますと、延べ床面積は120平

方メートルとなっており、このうち待合室部分は

約53平方メートルで、20人分のいすが設置され、

このいすは、わきに手荷物を置けるスペースを確

保したものとなっております。残り部分の約67平

方メートルが駅事務室関係のものとなっておりま

す。

なお、下北駅前整備促進特別委員会でのご意見

の中で、特に地元材であるヒバの活用と観光案内

所の併設の要望がありましたが、ＪＲ東日本盛岡

支社との協議の結果、ヒバ材の活用につきまして

は、待合室の内装の一部に使用されることとなっ

ております。

また、観光案内所の併設につきましては、駅舎

面積の増に伴う駅舎全体の抜本的見直しが必要と

なることなどから、駅舎内への設置は見送ること

とされたところでありますが、むつ商工会議所、

むつ市観光協会並びに下北物産協会の３団体から

も要望がありましたことから、別棟で広場に設置

する方向で現在関係部局に検討を進めさせている

ところであります。

次に、下北駅改築工事の施工に係るＪＲ東日本

盛岡支社との協定についてでありますが、平成

20年度予算の可決を受け、本年度に入りましてか

ら、工事の工程等について協議を行い、平成20年

５月28日付で協定を締結したところであります。

、 、 、本協定におきましては 工程 工事の実施主体

工事費用、工事完成後の施設の帰属等について定

めておりますが、駅舎改築等に係る費用について

は、駅舎改築、信号通信設備移設等の鉄道施設に

係る経費が8,099万円となっております。また、

ＪＲ敷地と市有地の境界部分の柵設置等の土木施

設については、営業線に近接する工事となります

ことから、基本協定に基づきＪＲ東日本盛岡支社

へ委託することとしており この分の経費が993万、

3,000円となり、合計で9,092万3,000円となって

おります。

駅舎改築工事につきましては、ＪＲ東日本盛岡

支社が施工するものであり、本年７月中旬以降に

は準備工事に入り、新駅舎の建築は本年８月上旬

から本年12月末までをめどとしており、現駅舎の

解体も含め、すべて終了する予定とされておりま

す。

次に、事業用地の取得状況についてであります

が、平成19年度は２地権者より交換用地も含め３

筆 1,489.8平方メートルの用地を4,172万3,438円、

で取得しまして、本事業に係るすべての用地取得

が終了しております。

なお、これまでに取得しました用地の面積は

6,954.04平方メートルで、駅舎用地も含めた事業

面積は7,221.32平方メートルとなっております。

次に、事業の進捗状況についてでありますが、

平成19年度は駅舎南側に一般車両51台が利用でき

る駐車場を整備し、平成19年12月13日より供用を

開始しております。

本年度の工事につきましては、駅舎正面付近の

進入路や駅舎周辺の広場並びにトイレの整備を予

定しておりますが、駅舎改築工事と重なりますこ

とから、駅利用者の安全確保に十分な配慮をしな

がら工事を進めるため、駅舎の工事関係者と十分

に協議、調整を図ってまいる所存であります。

また、県においては、昨年度に引き続き下北駅

前交差点における右折レーンの整備を実施し、本

年度をもって完了する予定とお聞きしておりま

す。

事業の最終年度であります平成21年度には、駅

舎北側部分にロータリー、バスプール、タクシー

プール等を整備する予定となっております。
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以上、下北駅前広場整備事業につきましては、

今後におきましても、円滑な事業の進捗に鋭意努

めてまいりますので、議員各位のご理解とご支援

をお願い申し上げ、これまでの経過と今後の予定

についてのご報告とさせていただきます。

〇議長（村中徹也） これより質疑を行います。

質疑は、最初に旧脇野沢村における不適正なご

み処理についての発言の訂正部分に対し行いま

す。その後下北駅前広場整備事業に係る経過につ

いての質疑を行います。

まず、旧脇野沢村における不適正なごみ処理に

ついての発言の訂正部分に対し、質疑ありません

か。25番斉藤孝昭議員。

（25番 斉藤孝昭議員登壇）

〇25番（斉藤孝昭） おはようございます。訂正の

部分についてのみ質疑させていただきます。

３点ありますが、まず１点目が、なぜ間違った

報告をしたのか、理由をお知らせください。

次に、再検査はいつから行っているのか。10日

、 、の報告のときは 再検査の話が出ていませんので

多分それ以降だと思いますが、再検査はいつから

行われているのか。

３点目が、再検査を行う理由は何か、お知らせ

ください。

以上です。

〇議長（村中徹也） 民生部長。

〇民生部長（佐藤吉男） 斉藤議員のお尋ねにお答

えいたします。

まず、資料について、我々初め総務課職員、脇

野沢庁舎職員、報告が異常ありという報告でなか

、 。ったものですから 数字の見落としでございます

それから、鉛の検査の再検査の発注でございま

すが、６月11日でございます。13日の午後に地下

水の採取を、検査箇所Ａ、Ｂ、Ｃ、３カ所してご

ざいます。ご存じのとおり、鉛及び鉛化合物を大

量に摂取した場合の人体への影響がございます。

腹痛、貧血、神経炎等の症状をあらわすものでご

ざいます。そのため、これらを口や鼻から摂取し

ないように注意を払う必要がございますが、いず

れにいたしましても、環境基準は公害対策基本法

により水質汚濁にかかわる環境基準は、鉛につい

ては0.01ミリグラムパーリットル以下が基準値で

ございます。基準値を上回った数値でございます

ので、改めまして３カ所の水質検査を依頼したと

いうことでございます。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） 25番。

〇25番（斉藤孝昭） まず、報告が間違った理由は

見落としたということでありました。本来検査機

関に送って、その原本を見ながら数字の入力作業

をしたと思いますが、原本を見て間違うというこ

とがあるのですか。そもそも異常がないのだとい

う前提に基づいて入力をしたことによって、数字

の入力が間違ったのではないかというふうに思い

ますが、原本は、ではどこで持っていたのか、再

度教えてください。

次の再検査はいつから行われたのかということ

について、６月11日ということを言っておりまし

たが、では10日に見落としがわかったのか、それ

とも11日に見落としがわかったのか。このボーリ

ング調査の委託先を早急に進めた部署はどこなの

か、お知らせください。

最後の再検査を行う理由ということですが、１

回検査をして異常が出ましたと。その異常がない

方向にもう一度確認したいということで再検査を

したように私は感じます。部長の答弁ですと、鉛

は人体に影響すると、だから鉛が出ないような場

所をボーリングしたいというふうに聞こえました

が、部長さんたち笑っていますけれども、どうや

ってこの事案を隠そうという、うまく持っていこ

うというふうな行動にしか私には感じませんが、

そこのところを再度お知らせください。
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〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 斉藤孝昭議員から今ご発言

がございました隠そうとか何とかという、決して

そんなことではありません。10日に行政報告、そ

して要するに異常ないというふうな表現を口述さ

せていただきました、文書の中で。そこで、その

後ご指摘がございました。やはりその部分につい

ては、これは影響がないための調査ではなくて、

影響がないようなという調査ではなくて、しっか

りこの部分、基準値が0.01、そして調査の結果が

0.023ということ、これがはっきりとわかりまし

た。先ほど壇上でもおわびを申し上げました。そ

の部分において、しっかりもう一回調査しろとい

う指示を出して、明らかにこれをしていかなけれ

ばいけないだろうという思いで調査を進めている

わけでございまして、決してふたをしようとか、

そんなことはございません。これまでの取り組み

方をごらんいただければ、決してふたをしている

というふうなことではなく、これは真摯にこの状

況、環境の問題に取り組んでいるという証左だと

ご理解をしていただければなと、こう思います。

その余につきましては、担当部長からお答えい

たします。

〇議長（村中徹也） 総務部長。

〇総務部長（新谷加水） 原本はどこで保管してい

たのかということでございますけれども、これは

当初発覚したのが脇野沢地区ということでござい

ましたので、脇野沢庁舎に調査を市長が命じたと

いうことでございまして、総務部と一体になりま

して、ともかく環境への影響をまず第一に確認し

なければいけないというふうなことで、水質調査

を行ったということでございまして、その原本に

ついては、脇野沢庁舎のほうで保管したというこ

とで、現在は民生部のほうに参ってございます。

転記ミスではございませんで、そのまま原本を確

認いたしましたのですが、原本にある数値のまま

転記されているということでございます。先ほど

市長からの行政報告がありましたように、問題の

場所から一番離れている場所というふうなこと

で、多少の安心感があったせいで、そこから、ま

ず一番危ないところで出ないものが、一番離れて

いるところからは出ないであろうという多少の安

心感もあって見落としにつながってしまったとい

うふうなことがあるかもしれません。この点につ

いては非常に私どもの、いわゆる事務方のミスと

いうことでおわびを申し上げたいと思います。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） 25番。

〇25番（斉藤孝昭） 生ぬるいです。言っているこ

とはよくわかります。間違いないデータをとりた

いというのは十分わかります。だったら、もし再

調査の結果、鉛が出なかった場合はどういう対応

をされるのですか。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 鉛が出なかったらどういう

対応をするのかと。まず先に、生ぬるいというご

表現がございましたけれども、決して生ぬるい対

応は今後もしたくないし、現時点でもしていない

というふうなことでございます。ただ、その調査

の資料の部分において、完全に見落としという部

分で先ほどおわびを申し上げた次第でございます

ので、その部分はお許しをいただきたいと思いま

す。

再調査の結果、鉛が検出されなかったらどうす

るのかということでありますけれども、では

0.023、そしてまた今調査しているものが0.01と

いう基準値以下になった場合どうするのかという

ご趣旨のご発言、お尋ねかと思いますけれども、

その部分については、なぜそのときに0.023とい

うものが出たのかということも、改めてこれはそ

の調査をしているところに調査をお願いして、見

解を求めていかなければいけないと、こういうふ
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うに思います。

また、その調査地点を拡大する必要も出てくる

、 。のではないかなと こんな認識を持っております

〇議長 村中徹也 ほかに質疑ありませんか 12番（ ） 。

川端一義議員。

（12番 川端一義議員登壇）

〇12番（川端一義） ただいまの質疑を聞いており

ますと、非常に看過できない点がありますので、

二、三お尋ね申し上げます。

いわゆる斉藤議員の言っておられますのは、生

ぬるいというのは、言うなればそういう感じを受

けざるを得ない。つまり数値が出ました、原本は

どこに保管されていようと、全部異常なしとしま

した。異常なしとした根拠は何ですか。数字を比

較して、ほかのほうであれ、この１点であれ、異

常なしとしたわけでしょう。数字の見落としだと

か何とかと理由立ちますか。だから生ぬるいと言

っているのだと思うのです。

大勢は、市長初め大勢はきちんとやろうとして

頑張っておられます。これはこれで我々も十分認

めたうえで、やはり今後こういったことを二度と

繰り返してはならないというような思いを込めて

の斉藤議員の質疑だと思うのです。ですから、数

字の見落としですでは済まされないことがあるか

ら、再度立ったわけでありますが、その辺のこと

を部長ひとつ、どういう点検の仕方をしたのか。

報告が出ました。それが異常なしと報告書にあっ

たのか、自分たちで確認したうえで異常なしとし

、 。たならば 数字の見落としではないはずなのです

だから、その手順はどうだったのか、その辺をま

ずお聞かせください。

〇議長（村中徹也） 民生部長。

〇民生部長（佐藤吉男） 川端一義議員のお尋ね

にお答えいたします。

まず、調査を依頼しまして、調査結果について

は先ほど総務部長から答弁ありましたとおり、脇

野沢庁舎で保管しておりました。当然脇野沢庁舎

の所長を初め職員も見ているのです。ですけれど

も、調査会社のほうから、文書として、この箇所

に異常がありますという表示がなくて、検査数値

だけ羅列された二十何項目かの調査結果になって

おります。0.00の数字なものですから、それが脇

野沢庁舎のほうでも、我々のほうに報告する段階

で、この箇所は異常ですという報告がまずありま

せんでした。

我々も、そのコピーをファクシミリでちょうだ

いしておりますけれども、公文の明示がないもの

と、それと先ほども答弁しておりますように、一

番その場所が遠くの場所、離れた場所であるとい

うふうなことで、Ａ、Ｂ、Ｃ見ていますので、廃

棄物が埋設された箇所をずらっと見まして、まず

ないものですから、異常がないものですから、我

々にしても、つい見落とししてしまったと。10人

で見て、20の目でチェックしていながら見落とし

をしたということについては、我々も非常に遺憾

だと思っております。申しわけございませんでし

た。

〇議長（村中徹也） 12番。

〇12番（川端一義） これ決して揚げ足をとるつも

りではなくて、今後こういったことに気をつけて

ほしいという意味で再度お尋ねしますが、だから

生ぬるいという斉藤議員の話が出るのです。つま

り委託したところの検査の報告は、例えば異常あ

りなしの表示がない場合は、こっちで基準を比較

して異常があるかどうかを確認するわけでしょ

。 。う その３点のうち２点は比較して異常なかった

１点は、どの表を見たという関係で、恐らくその

意味では見落としたのだろうと思うのですが、そ

ういう関係で、もしその１点が別な表を使ってい

たとか、0.01云々という基準が勘違いしていたと

、 。か そういう具体的なことがあったはずなのです

そうでなければ、今言われたように、異常がある
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１点のほうが随分遠くのほうだからという感覚が

あったとすれば、これはもってのほかの話。まさ

に生ぬるいと指摘せざるを得ない状況。だから、

こういった点、きちんとその間違いを報告して、

この点をきちんと今後気をつけますと言えば、議

会のほうも、市民の皆さんも安心してお任せでき

ると思うのです。その辺のこともひとつお願いい

たします。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 一連のこの部分、予断を持

って数値を見た部分、気の緩み、こういうふうな

ものはご指摘のとおりだと思います。生ぬるいと

いうお言葉、斉藤議員、また川端一義議員からも

ご指摘がありました。これをしっかりと私ども事

務方も、また私自身もその調査の結果を見た段階

で、その部分が異常なしという部分で、つまりそ

れを全部敷衍してしまったという、予断があった

というふうな部分、これは深くおわびをしなけれ

ばいけないし、決して今後こういうことのないよ

うな、生ぬるいというご指摘のないように、しっ

、 、かりとこの調査等 さまざまな事案につきまして

また行政一般につきましても取り組んでいきたい

ということでご理解をいただきたいと思います。

〇議長 村中徹也 ほかに質疑ありませんか 18番（ ） 。

山本留義議員。

（18番 山本留義議員登壇）

〇18番（山本留義） １点だけ質疑いたします。

今調査結果が基準値を上回ったということで再

度調査したということですけれども、これはどう

いうことで調査したのか。例えば県のほうから指

摘があって調査したのか。普通は調査すれば、デ

ータが出ているわけですから、何カ月後に調査す

るということになろうと思うのですけれども、そ

の辺すぐ調査したということはどういうことなの

か、裏で何があったのか、説明をお願いいたしま

す。

〇議長（村中徹也） 総務部長。

〇総務部長（新谷加水） 先ほど調査地点のお話を

、 、申し上げたところでございますけれども Ａ地点

それからＣ地点、これがごみの場所に近い。Ａ地

点は、問題の箇所のすぐ下です。それから、Ｃ地

点はごみを捨てた箇所の真ん中あたり、今のＢ地

点、これについては一番道路に、国道に近い部分

というふうなことで、３地点をしたわけでござい

ますけれども、私どもとしてはやっぱりごみを捨

てていた場所、その場所が一番心配だったという

ことがございます。そういうことで、一番大丈夫

であろうと思われた地点からこの鉛が出たという

ことでございますので、どうも私どもとしても納

得いかないなというふうなことで再検査をもう一

回お願いをするということでございます。

さらに、この３地点については、継続的に検査

をしていくという考え方でおりまして、恒常的に

採水できるような装置をつけていただいておりま

すので、これは長期的に検査をしていくというふ

うな考え方でおりますが、とりあえずこの鉛とい

うものについても、場所によっては出るところも

地層によってあるというふうなことをお聞きして

おりますけれども、再検査をして、それが事実か

どうかということを改めて確認したいというふう

な気持ちでお願いしたということでございます。

県から特に指摘等はございませんでした。

〇議長（村中徹也） 18番。

（ ） 、〇18番 山本留義 私も斉藤議員が言ったように

出なければいいなという考え方の中で再調査をし

。 、たというようにしか考えられないのです だから

私はこういう結果が出たのだと。結果が出たのだ

から、今後どうしようという形の中で、例えば３

カ月なら３カ月の推移を見てもう一度検査をする

とか、そういう報告であってもいいのかなと思っ

たのです。もう出たことによって、すぐ調査する

。 、というのはいかがなものか 皆さんが財政逼迫で



- 47 -

こういう時期に、本当に重大な問題なのですけれ

ども、そういう形の中で恐らく再検査するという

ことは、またそれなりの経費もかかることだし、

その辺をどう、本当に出なければいいなという思

いからするのかなというふうにしかとれないので

す。そういう意味でもう一度答弁お願いします。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 出なければいいなというふ

うなことでなく、今総務部長からも恒常的にその

３地点では水質のサンプリングができるというふ

。 、 、うな状況であります ですから それは恒常的に

要するに推移を見守る部分、これも必要ですし、

鉛が0.01基準値を超えている0.023の部分、これ

はやはりしっかりと、その投棄されたものから出

ているのかどうかというふうなことも、投棄され

た、その下の部分からは出ていない、そして一番

離れたところから出たというもの、ですからその

周辺もやはり調査をしなければいけないという思

いで取り組みたいということでございますので、

恒常的にこの部分については、３地点はしっかり

と検査の状況を見きわめていきたいと、こう思い

ます。

〇議長（村中徹也） 18番。

〇18番（山本留義） そうすれば、確認します。こ

こに３地点、Ａ、Ｂ、Ｃがありますけれども、全

項目を今回も依頼したということですか。

〇議長（村中徹也） 総務部長。

〇総務部長（新谷加水） 今回は、鉛だけでござい

ます。

〇議長 村中徹也 ほかに質疑ありませんか 13番（ ） 。

新谷功議員。

（13番 新谷 功議員登壇）

〇13番（新谷 功） この問題については、教育民

生常任委員会があす現地に行って調査をすること

になっておりましたので、私はきょうは質疑をし

ないという思いであったのですけれども、今の市

長の行政報告の訂正、あるいは民生部長、総務部

長の答弁を聞いて、是が非でも聞いておかなけれ

ばならないという思いで立たせていただきまし

た。

一般に水質検査というのは、我々は保健所を経

由して水質検査を依頼するわけですけれども、最

、 、近は保健所が人手不足で 例えば青森衛生研究所

。 、もう一カ所は民間に委託しておるのです そこで

水質検査の結果が出たと。スタッフが、10日の資

料を我々が見やすいようにパソコンで打ち直して

表を上げているのですけれども、実はこの表の数

値を論議するに当たっては、その水質検査機関か

ら水質検査結果表が来ている、その原本は、先ほ

どの質疑でもって民生部が持っていると。この原

本、このＡ、Ｂ、Ｃの３カ所の検査結果が出てい

ると思うのです。その原本を見なければ、この数

値が誤りであるかどうか、あるいはどうなってい

るか。この26項目の検査項目をよく見たところ、

もちろんこれ鉛の部分は、市長おっしゃったとお

り0.023、約２倍ですけれども、民生部長、この

表をよく見てみましたか。例えばこれは私は違う

とは今は言い切れません。しかし、この26項目の

うちの19項目か20項目は、例えば0.01の基準値が

0.001とゼロが１つずつふえているところがおよ

そ20項目あるのです。私は、この水質検査にかか

わっては、いささかの知識を持っているつもりな

のです。これは、偶然なのかどうなのか、あるい

はという感じがしないでもない。だから私は議長

にお願いして即、もし民生部がその原本、３カ所

の地質調査の結果表があれば、これはただちに提

出していただきたいと、このように思っているわ

けでございます。

それから、部長、これは私市長の答弁、市長は

市長に就任以来情報公開、あるいは職員のことは

施政方針でもあなた方もよく聞いているでしょ

。 、 、う 市長は全く隠ぺいの工作全然ない この人は
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情報公開できちっとそういうものはやらなければ

ならないということを常々就任のときのあいさ

つ、あるいは商工会議所の新年の祝賀会でのあい

さつ、あるいは３月の施政方針でも市長はきちっ

と述べている。職員が市長の足を引っ張るような

ことをしてはだめではないか。いわゆるこれは私

からいえば、厳しい言葉になるけれども、職員の

怠慢です。

そこで、部長、お聞きしますけれども、例えば

３カ所で、部長、この検査機関はどこですか。そ

の１点と、それからボーリングを３カ所した。こ

れは何メーターボーリングして、何メーターのと

ころから採水しているのですか、部長。

そこで、もう一点は、今までボーリングして採

。 、 。水したと この費用と 今またボーリングしたと

採水すると、検査するといえば、費用が幾らかか

ったものか、お知らせください。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） まず、検査機関でございま

すけれども、濃度計量証明書ということで、社団

法人青森県薬剤師会衛生検査センターというとこ

ろからその調査結果の証明書をちょうだいしてお

。 、 、ります この部分 議長のお許しがありましたら

議会のほうにこの原本を提出させていただきたい

と、こう思います。

その余につきましては、担当のほうからお答え

します。

〇議長（村中徹也） 民生部長。

〇民生部長（佐藤吉男） 新谷功議員のお尋ねにお

答えいたします。

水質検査の依頼の会社でございますが、社団法

人青森県薬剤師会衛生検査センターでございま

す。

それから、６月11日の再度の鉛の検査の発注先

はエヌエス環境株式会社でございます。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） 質疑者に申し上げます。

ただいま議長の私に対し、資料請求すべきとの

発言がございました。議長といたしましては、後

刻において会派代表者会議及び議会運営委員会の

ご意見を聞き、適切に対処したいと思います。ご

了承願います。

総務部長。

〇総務部長（新谷加水） ボーリング調査、それか

ら水質検査、この費用でございますけれども、手

元に資料を持ってきておりませんで、ちょっと正

確な金額、数字は申し上げられませんが、290万

円程度の費用がかかってございます。

以上です。

〇議長（村中徹也） 13番。

〇13番 新谷 功 費用については これまで290万（ ） 、

円ぐらいかかっていると。また再度調査というこ

とになれば、幾らぐらい見ておるものか。

それから、もう一つ、３カ所ボーリングして採

水したと。ところで、採水場所は何メーターのと

ころから採水しているのか。そこをお聞きしてお

きたいと思います。

また、再調査に当たって検査項目は、先ほどの

総務部長の答弁によれば、鉛だけ調べると、こう

いうことなのですけれども、それは何で鉛だけに

するわけですか。鉛の数値だけが倍になっている

からということの理由なのでしょうけれども。

しかし部長、ちょっとこの検査結果の表をもう

一度見てもらえませんか。私の指摘は、正しい、

正しくないは、今の検査、関係機関の水質検査の

資料が今我々に資料として渡れば一目瞭然なので

す ここの数字に 26項目の検査項目の中で 19項。 、 、

目あるいは20項目にわたって、１つ例を申します

が、具体的に。例えば今の10番目の四塩化炭素で

も結構です。これは、基準値が0.002とあるので

すけれども Ａ Ｂ Ｃの地点では これに0.0002と、 、 、 、

ゼロが１つずつ多いのです。これが26項目のうち
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に19項目ないし20項目あるというのは、私として

は、私の今までの経験からいえば、ちょっとあり

得ない、余りにも偶然過ぎるなと、こういう思い

があるわけでございます。だから、私は根拠とし

て再検査するのに、今数値がはっきりしている鉛

だけというのもいささかおかしいのではないかな

と、このように思っているわけでございます。ど

うぞ今のボーリングは幾らの口径で井戸を掘っ

て、そして何メーターのところから採水している

か、お答えください。

〇議長（村中徹也） 総務部長。

〇総務部長（新谷加水） ボーリング地点ですけれ

ども、この土壌の下は岩盤がずっと広がっている

状態でございまして、Ａ地点は３メーター、Ｂ地

点は7.5メーター、Ｃ地点は6.8メーターというふ

うになってございます。

、 、それから 数値に対する疑問な点ということで

計量の結果が基準値よりも１けたずつ下回ってい

るというふうなのが20項目あるではないかと、こ

れおかしくはないかということのご指摘でござい

ますけれども、これは計量器が見ればわかります

ように、一番上のカドミウム0.01ミリグラムパー

リッター、この計量の結果がＡ地点で0.001とい

うことで１けた下がっている。それで未満という

ふうになっているのです。これは、計量器がはか

、 、れないということで これ以下のものについては

はかれないという計量限界を示しているというこ

となのです。だから、言ってみれば、未満という

数字の中ではあるかもしれないですけれども、こ

、この0.001ミリグラムパーリッター以上でないと

このいわゆる計量器でははかれないという、こう

いう計量器の限界数字をここにずっと示してきて

いるということがこの未満という数字の記述で

す。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） 13番。

〇13番（新谷 功） 今深さのことをお聞きします

けれども、ボーリングといえば、Ａ地点が３メー

ターですか、それからＢ地点が7.5メーター、Ｃ

地点が6.8メーターですか。ボーリング、ボーリ

ングという報告がなされておるものですから、通

常我々はボーリングといえば、こういう浅いこと

は言わないのです。それに対して経費はどのくら

いかかったと聞いたら、この工事するのに290万

円ですか。これは、３メーターであれば、部長、

バックホーでも掘れるのではないですか、仮に３

メーターでも６メーターでも、２段掘りしておけ

ば掘れるわけでしょう。この深さ３メーター、

7.5メーター あるいは6.8メーター これで290万、 、

円かかりますか。どういうことになっているので

すか、これは。

例えば具体的に聞きましょう。それは、水質検

、査の費用も入って290万円だと思いますけれども

水質検査３カ所。１カ所当たり幾らでしたか、そ

れもお聞きします。これは、部長、例えば何でこ

れ３メーターなのですか。逆にお聞きします。部

長、何でこの３メーター、その深さを３メーター

にした根拠、あるいは６メーターにした根拠、こ

れは何でしょうか。ボーリングであれば、岩盤で

も行くわけでしょう。岩盤であるから、その下に

浸透しないということで、そうなのでしょうけれ

ども。それにしても、岩盤であったとしても、３

メーターとか６メーター、それに290万円、一体

どうなっているのですか、これは。その辺お答え

ください。

〇議長（村中徹也） 脇野沢庁舎所長。

〇脇野沢庁舎所長（舩澤桂逸） 総務部長の答弁に

ちょっと補足しますけれども、掘削３メーター、

7.5メーター、6.8メーターということでありまし

たけれども、各地点とも先ほどの３メーター、

7.5メーター、6.8メーターの時点で岩盤に到達し

たわけです その後 Ａ地点につきましては4.5メ。 、
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ーター、それからＢ地点につきましては8.5メー

ター、それからＣ地点につきましては8.0メータ

ー、ここまでボーリングして、あと浸透水をそこ

から取り上げたと、そういうことです。

あと１カ所の水質検査につきましては、ちょっ

と資料がないのですけれども、20万円程度と聞い

ております。

掘削深度の想定はないです。採石場でありまし

たので、その岩盤までとりあえず、とにかく掘れ

るまでということでボーリング調査は続けまし

た。それで、先ほど話しした地点で岩盤に到達し

たと。それで、それよりもまた浸透水をとるため

に何メーターか掘り進めたと。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） ほかに質疑ありませんか。２

番澤藤一雄議員。

（２番 澤藤一雄議員登壇）

〇２番（澤藤一雄） １点だけお尋ねしますけれど

も、今のボーリング調査の結果ですけれども、私

も若干現地に行って現場を見てまいりました。確

かに岩盤をくり抜いた採石場の跡に投棄されてい

るというような状況でございまして、つまりは岩

盤の底に廃棄物があって、その上から雨が降るわ

けですよね。そして、今お聞きしていますと、岩

。 、盤の表面までボーリングをしたと ということは

この今の廃棄現場が岩盤の下に浸透していってい

る。割れ目を通して地下水に出ているという可能

性があるわけです。ということは、岩盤の表面、

要は岩盤の上に土が堆積してあるわけですけれど

も、この部分を流れたのではなくて、浸透した可

、 。 、能性があるわけです 普通に考えれば ですから

私かつて大畑の問題でやりとりしたときに、その

周辺の深いところの地下水の検査をお願いしてや

ってもらったことがあります。恐らく今の現場は

下に民家がありません。だけれども、あそこの処

理場あたりでは井戸水なんか使っていないのでし

ょうか。もしか掘っているとすれば、そのあたり

の深いところの地下水の検査も必要かもしれませ

ん。ということは、地下水を通して海に湧水して

いるかもしれないということなのです。この辺の

見解をお尋ねします。

〇議長（村中徹也） 総務部長。

〇総務部長（新谷加水） 先ほど脇野沢庁舎所長か

ら申し上げましたように、それぞれの地点で岩盤

に突き当たりましてから、さらにその岩盤を掘り

進みまして、1.5メートルほど突き進んで、そこ

からいわゆる浸透水を採取しているということで

ございますので、岩盤上を浸透して流れている水

。 、だけということではないということです そこで

一応採取した水というのは、地下水脈ではないの

ですけれども、浸透水ということで、そこに集ま

ってきている水を採取したということでございま

す。

〇議長（村中徹也） ２番。

〇２番（澤藤一雄） 今私が言っているのは、要は

あの岩盤に達した後も、１メーターか1.5メータ

ー掘ったというような話ではなくて、要はこの採

石場跡はどんぶりのような底なのです、恐らく。

そのどんぶりの底にひびが入っていて、そこから

地下水脈まで浸透していっている可能性があると

いう話なのです。ですから、莫大な費用がかかる

かもしれませんけれども、これが果たしてずっと

地下水脈まで掘るというような話になるのか、あ

るいは周辺にもし井戸が、既存の井戸があるとす

れば、その井戸水の採取をしなければならないの

。 。ではないかというような話なのです どうですか

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） その部分、ただいま澤藤議

員のご指摘の部分等もあわせて、早急に調査を進

めなければいけないと、こう思っております。

〇議長 村中徹也 ほかに質疑ありませんか 16番（ ） 。

白井二郎議員。
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（16番 白井二郎議員登壇）

（ ） 。〇16番 白井二郎 少しお聞きしたいと思います

６月10日に私たちに報告があって、そして不適

正なごみの処理について説明したわけですが、そ

して間違っているということで、きょう改めて我

々に報告を示したわけでございます。でも、今ま

、 、での部長 また市長の説明を聞いておりましても

全然私に伝わりませんでした。なぜかといいます

と、先ほど何回も言ったとおり、数字を見落とし

たとか、業者からの指摘がなかったとか、また納

得がいかないから再検査するとか、そういう答弁

でございます。それを説明された方々はどのよう

な認識で、またどのような自分は立場で物を言っ

ているかというのを私大変心配をしております。

行政は不信を抱けば大変私は困ると思っているの

です。このように、言い方が悪いのですが、我々

に伝わらないということは、市民にも伝わってい

。 、ないのではないかなと 立て板に水といいますか

ただ説明すればいいのだというのが私の認識でご

ざいます。やはり報告した以上は責任をきちんと

踏まえて、今後どのようにするかということを十

分に我々に説明してもらいたいと思っています。

その辺は市長はどのように考えていますか。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 白井議員のご指摘の部分、

やはりそういうふうな部分で議員各位ということ

は、市民各位に非常に不安な部分を与えたという

ことで、決して今後そういうふうなことのないよ

うな取り組みもしなければいけないし、また本日

の行政報告を受けて、各議員からの疑問点、るる

述べられたところでありますので、それらもきっ

ちりまとめ上げて、調査に向けて真摯に誠意を持

って取り組んでいくという決意でございますの

で、ご理解いただきたいと思います。

〇議長（村中徹也） 16番。

〇16番（白井二郎） 今後もこの件は、ひとつ早期

に処理してもらいたいと思っていますが、こうい

うことばかりでなく、今後我々が説明者側の皆さ

んから説明を受けたとき、こういう状態では本当

に信用できないわけです。きちんと今後ともそれ

を踏まえてご答弁をお願い申し上げます。

以上で終わります。

〇議長 村中徹也 ほかに質疑ありませんか 22番（ ） 。

菊池広志議員。

（22番 菊池広志議員登壇）

〇22番（菊池広志） 先ほど議長から、この報告の

訂正の部分につきというようなことで念を押され

ましたので、お聞きしたいと思います。

６月10日の報告の中で、この部分が欠けており

ましたというようなことでありますが、きょうは

６月17日であります。であれば、１週間の中で報

告することは、あのごみ処理の水質検査の部分だ

けが進捗されたというようなことで私考えてよろ

しいのかお聞きしたいと思います。

〇議長（村中徹也） 民生部長。

〇民生部長（佐藤吉男） 菊池議員のお尋ねにお答

えいたします。

今のミスにつきましては、わかったのが定例会

招集日の午後でございまして、その後当然相談を

いたしまして、鉛については異常値なものですか

ら、６月11日に鉛の検査をＡ、Ｂ、Ｃ３カ所エヌ

エス環境株式会社に発注いたしましたという経緯

でございまして、今までの間において進捗といい

ますか、それについてなかったのかということで

ございますけれども、常任委員会のほうからも調

査依頼が来ておりますし、また一般質問の通告を

受けてございますので、とりあえずは私どもとす

れば、あした現地に常任委員会で参るというよう

なこともございますので、その対応に負われてい

るという状況でございます。

〇議長（村中徹也） 22番。

〇22番（菊池広志） ありがとうございます。それ
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では、ますます本題に入らせていただきたいと思

います。

きょう、その鉛の部分で基準値がこうだった、

ああだったとか、私はそういうことではないので

す。ただ、あくまでもこれに触れて話をさせてい

ただきますと、例えばＡ地点とＣ地点が近くて、

一番遠いのがＢ地点だったとすると、低いか高い

かでもって決まるのです、水質検査というのは。

わかりますか。Ａ地点のすぐ手前で掘っても、Ｂ

地点のほうが低ければ、Ｂ地点にみんな流れるわ

けですから、鉛の基準値が高くなるというのは、

これ当然です。それはどうでもいいです。

ただ、きょうもこうやって皆さん、議員の皆様

も一生懸命このことについて心配して話をしてい

るわけです。だから、基準値の問題ではないので

す。要は、６月10日に議会の中で報告されて、そ

の際にいろいろな質疑が出たわけです。そのこと

を踏まえますと、きょうは17日、１週間たった結

果、その基準値の部分だけが出ていたと。では、

あと何の進捗もないのかと。このことなのです。

ですから、不適正なごみ処理というようなことで

ありますけれども、私は前に不法な投棄だという

ふうな話をしていましたけれども、だけれども、

やはりこれを投棄したのはだれに責任所在があっ

て、むつ市議会がどのような処理をしていくかと

いうようなことであります。そのことを話ししな

いで、この鉛がどうだとかこうとかと、そういう

ことではないのです。ぜひともこの報告の中にあ

、 、るように きょうは議長に抑えられていますから

これ以上の話はしませんけれども、もっと大事な

部分があるのではないかということを私どもは話

ししているのです。

、 。 、鉛ではないのです 鉛はその後です こうして

だからこうなったという結果が出て、それから対

処はこうしたい、ああしたいというようなものが

、 、 、なくて この報告もらって 鉛がどうだこうだと

そんなこと議論している暇ないのです。

むつ市は今こういう状況の中で、このような処

理をして、こういう処理計画を立てたいと思って

いるというふうなことが必要であろうかと思いま

す。この不適正なごみ処理、私は不適正な報告だ

と思っておりますので、そのことについて、市長

はどう思いますか。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 不適正な報告というふうな

ことでは、先ほど来からご指摘をいただいて、お

わびを申し上げたところでございます。今後こう

いうふうなことのないように、適正な報告をさせ

るように職員も、また担当部もしっかりと気合い

を入れてやっていきたいと、こう思います。

１週間何をしていたのかと。10日に行政報告を

して、この間何をしていたのかというふうなご趣

旨だと思います。先般の６月10日の行政報告、さ

まざまな問題点をあぶり出し、また我々が想定も

していない部分、こういうふうなもの、各議員か

らのご発言の中で、その部分の整理も今しており

ます。そして、その中で、私もこの場で答弁をい

たしましたように、撤去と、基本的には撤去であ

るという部分、しかしながらこれただちに、これ

がやはり行政の進め方の部分で、私もちょっと隔

靴掻痒の部分があります。しかしながら、これは

しっかり予算を組まなければいけない、その前に

調査もしなければいけない ごみの量 約9,000ト。 、

ンと申し上げましたけれども、そのごみの質、投

棄されたその質、そういうふうなものもこれから

調査を進めていかなければいけない。そういう準

備作業には入っております。しかしながら、今の

段階では、まだ正確な形で議会のほうに報告でき

る状況ではないと。今後適宜その時期を見て、そ

の進捗状況に合わせてご報告をしていきたいとい

うことは先般の行政報告でお話もいたしました

し、またきょうの形の中でもしっかりと議会のほ



- 53 -

うには報告をさせていただきたいと思いますの

で、ご理解をいただきたいと思います。

〇議長（村中徹也） 22番。

〇22番（菊池広志） 市長の言われることはわかっ

たわけでございますが、６月10日にどうしてこの

ようなものがということをお話ししたときには、

答弁はまだはっきりと、今の段階ではわかってお

りません、でありますので、明確にお答えするこ

とはできませんという話でした。だから私話しし

た。もう７日もたっているのだと。それを、我々

に報告してから７日たっているのですけれども、

その前にもうわかっているわけです、これが発覚

いたしましたと。だから、今市長も答弁されまし

たが、まだ明確にわかっていない、まだ調査の段

階だと。では、このことについていつ報告、大体

大まかに明確になったから、このことはこのよう

な処理計画を立てていきたいというふうな報告

が、ではいつできるのか、最後に教えていただき

たい。いつも、まだはっきり調査をしていないか

ら大枠でしかわからないし、それからもう一つ、

この問題について、ではだれが責任を持たなけれ

ばならないか、また責任所在はどこにあるのかと

いうようなものも全くこの議会の中では話をされ

ておりません。その話をしたときには、まだ調査

中でと。だから、いつその調査して、はっきりと

した方向づけがおおよそできるのはいつごろにな

ろうとお考えでしょうか、お聞きいたしたいと思

います。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） ただいま責任の所在、また

今後の報告の時期ということでございますけれど

も、当然撤去計画というものも視野に入れなけれ

ばいけません。その費用の部分、これも積算をし

なければいけません。しかし、その以前に、先ほ

ど言いましたように、投棄物のその状況、こうい

うふうなものの調査もしなければいけません。そ

れは、またボーリングになるのか、それとも一部

掘り起こすのかというふうなこと、これらもやは

り産業廃棄物ですので、県の指導も、そして協議

もしながら進めていかなければいけない、こうい

、 、う思いでありますので 極力９月定例会までには

その部分においてご報告をさせていただきたい

と。

責任の所在等につきましても、これは今指示を

しております。平成何年ですか、４年から16年ま

ででしたでしょうか、その部分においての、要す

るに決裁の状況、そういうふうなものも指示を出

して調査をしております。一部には判明しており

ます。しかしながら、散逸している部分もありま

すので、そういうふうな部分も時系列的にしっか

りと我々として把握をしていかなければいけない

と。そこで、那辺に責任があるのかというふうな

こともしっかりこれは内部的に審査をしていかな

ければいけないだろうと。さまざまな関係機関へ

の相談もしつつしていかなければいけないと、こ

う思っております。

以上です。

〇議長（村中徹也） ほかに質疑ありませんか。６

番横垣成年議員。

（６番 横垣成年議員登壇）

〇６番（横垣成年） ２点ほどお願いします。

ボーリング調査についてでありますが、そもそ

もこの投棄場所は、深さはどのぐらいのものだっ

たのかというのをお聞きしたいと思います。それ

によって、やはり調査する深さもまたかかわって

くるのかなというふうに思いますので、お聞きし

たいと思います。

それと、鉛が基準値より多く検出されたという

ことでありますが、この鉛がこういうふうに検出

されるというごみがどういったものからこういう

鉛が出てくるのかというのをちょっと、調査中と

言いますけれども、例えばこういうものから出る
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というものでもいいので、ちょっと教えてもらえ

ればなと思います。

というのは、最近ではほとんど鉛というのは使

うことはないなというふうに私は考えているの

で、例えば鉄砲の弾でも今はもう鉛の弾は使わな

いというふうになっています。結局それを食べて

ワシとかタカが全部死んでしまうので。そういう

ことで、どういう生活廃棄物からこういう鉛が出

るのかというのをちょっと教えてもらえればなと

いうふうに思います。

以上です。

〇議長（村中徹也） 総務部長。

〇総務部長（新谷加水） 深さでございますけれど

も、先ほど岩盤の所在というふうに申し上げたと

ころでございますけれども、その岩盤の上にある

程度の土を整地して、その上にごみが捨てられた

ということでございますので、地表から大体浅い

ところで２メーターから３メーターということ

で、傾斜になってございますので、下のほうに行

くほど地表から岩盤までが深くなっているという

ふうなことでございます。

この鉛の濃度が高くなった地点というのは、先

ほど来申し上げておりますように、国道に近い部

分、いわゆるごみの投棄場所から離れた場所とい

うことでございますので、直接的な因果関係があ

るのかどうか、そこのところは私どもとしてもは

っきりしないということでございます。そういう

面では、ある程度あの周辺も調べなければいけな

、 、いかもしれませんし 澤藤議員ご指摘の地下水脈

この辺も調査をしなければいけない。あるいは井

戸水、周辺に井戸水があるというふうには聞いて

いないわけですけれども、場合によってはそうい

う地下水脈も検査しなければいけないということ

になるかもしれませんが、この辺のところについ

ては、今後調査検討しながら対応してまいりたい

というふうに考えておりますので、よろしくお願

いを申し上げたいと思います。

（ 鉛が出る廃棄物はどういう、「

鉛は何に使われているのか、

具体的に」の声あり）

（ ） 。 、〇総務部長 新谷加水 廃棄物ですか その辺は

最近は鉛のなべ等はないと思うので、何から出る

のか、ちょっと私わかりません。

〇議長（村中徹也） ６番。

〇６番（横垣成年） 表面から２メーターから３メ

ーターくらいのところの深さであったというふう

な答弁でありますが、どうもそこがちょっと、私

も現地を見に行ってきたのですが、かなり深いと

いう話も聞いていましたので、そこもちょっとど

のくらいの深さのところなのか。この２メーター

から３メーターというのは、これはっきりした数

字、本当に信頼できる数字でしょうか。再度これ

ちょっと確認させていただきます。あそこは採石

場だったのですよね。たった２メーターや３メー

ターぐらいで石がとれるものかどうか。何か聞く

ところによると、かなり深かったというふうな話

を聞いておりますので、これ本当に２メーターか

３メーターぐらいなのかというのを再度ちょっと

お聞きしたいと思います。

まさにその深さによって、調査の深さは決める

べきだというふうに思いますので、もしそこの場

所が５メーター、それからもしくは10メーターぐ

らいの深さの部分もあったのであれば、やはりそ

れより深い調査ということで検討してもらうとい

う考え方をまず、そこの考え方をお聞きしたいと

思います。

それと、今その検査を薬剤師会衛生検査センタ

ーからエヌエス環境株式会社というところにかえ

たというふうな話もありましたけれども、これな

ぜこういう検査機関をかえたのかという理由もお

聞きしたいと思います。

それと、鉛がやっぱり基準値より高くなったと
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いうことで、土壌からも出るというふうなことも

最初の答弁でありましたけれども、やはりそこら

辺のところ、生活廃棄物から出るというふうに考

えるならば、なぜ鉛が出たのかというのもしっか

りやっぱりそこを調べてもらいたいなというふう

に思います。ここは別に答弁は要りませんが、や

っぱりそこを。

以上、２点ですか、検査機関をなぜかえたか、

それとやはりしっかりとした深さ、本当に２メー

ターか３メーターなのかという、そこを再度確認

させていただきます。

〇議長（村中徹也） 総務部長。

〇総務部長（新谷加水） 先ほど申し上げた２メー

ター、３メーターというところは低いところです

、 、ので Ａ地点はごみの場所の一番下といいますか

すぐ下です。ここは、ちょっとがけになっており

まして、そこのところから岩盤までは３メーター

。 、しかないということでございます それでＣ地点

いわゆるごみの投棄場所、ここにいきますと地表

から6.8メーターございます。その上に現在は残

土が、いわゆる河川改修の残土が乗っているとい

うような格好ですけれども、6.8メーターござい

ます。そこをさらに８メーターまで掘り進んだと

いうことでございまして、そこのところが地表か

ら岩盤まで均一な高さになっているということで

はございませんので、さらにＢ地点にまいります

と、地表から岩盤までが7.5メーター、そこをさ

らに１メーター、8.5メーターまで掘削したとい

うことでございます。

あと鉛について検査機関をかえたということで

ございますけれども、早く結果が欲しいというふ

うなこともございますけれども、特にそれ以上の

意味はないということでございます。

〇議長（村中徹也） ６番。

〇６番（横垣成年） この検査機関をかえた意味は

ないというのが全く意味がわからないのですが、

当然委託するのに基準があるはずなのです。例え

ばこっちが費用が安かったとか、そういうのが全

くなしに、ただかえたというこの、やっぱりそこ

ら辺の行政のあり方、市長、どうなのでしょう、

これ。全く聞いていて意味がわからない。そんな

意味のわからない行政のやり方をしていいのでし

ょうか。そこを再度お聞きしたいし、これから業

者を選ぶ場合に、例えば最初薬剤師会衛生検査セ

ンターに依頼して、ここが何かぐあいが悪かった

、 、ら それはかえるというのは当たり前だけれども

何もふぐあいがないのに別なところにぽんとかえ

ると、こういう意味のわからない行政をやること

自体、まずどう思うのかということ。

それと、Ｃ地点がごみを捨てた場所で検査した

場所だというふうに言いましたけれども、これは

岩盤に到達したかどうかというのはどういうふう

にしてわかるのかなと思うのですが、例えば私が

現地を見に行ったら、結構コンクリートの塊とか

が捨てられていたわけです。だから、こう進めて

いくと、例えばコンクリートの塊にぼんとぶつか

れば、ああ、これ岩盤だなというふうに判断して

しまうのではないですか。だから、穴をあける場

、 、所によって それこそ鉄板も私見てきましたから

鉄板にぶち当たったら、ああ、これ岩盤だなとい

うふうに判断してしまう可能性はありますね、そ

ういうのもちょっと素朴な疑問を持ちましたの

で、そこら辺をきちんとクリアしたものの調査を

今やっているのかどうかというのも再度お聞きし

たいと思います。

〇議長（村中徹也） 民生部長。

〇民生部長（佐藤吉男） 第１点目の鉛の検査の、

再検査の会社、エヌエス環境株式会社を選んだ理

由でございますが、これは環境対策課のほうで水

質検査等を依頼している会社でございまして、信

頼できるということで発注いたしました。

以上でございます。



- 56 -

〇議長（村中徹也） 総務部長。

〇総務部長（新谷加水） 今の水質検査の件でござ

いますけれども、いわゆる最初はこれ急がなけれ

ばいけないというふうなとで、ボーリングをして

採水をするということで、まずボーリング調査が

すぐ頼めるところ、そこに頼んだということで、

当然ながらそこのボーリング会社は水質検査をで

きるわけではないので、きちんとした検査機関に

そこから依頼をして検査結果を求めていると。そ

れは、先ほど申し上げた水質検査の検査所、そこ

からの報告書がボーリングの会社を経てうちのほ

うに報告されているということでございます。

〇議長（村中徹也） ほかに質疑ありませんか。５

番工藤孝夫議員。

（５番 工藤孝夫議員登壇）

〇５番（工藤孝夫） １点だけお聞きいたします。

深さの問題がかなり議論されております。私も

現地に行ってみましたけれども、採石場の跡だっ

たということであれば、相当な深さのものでなけ

ればならないなと、普通一般にはそう判断される

。 、わけです 先ほどからの答弁を聞いておりますと

地表から２メーター、３メーター、あるいは６メ

ーターから８メーターの深さをボーリングした

と。これでは、そこの砕石を全部掘った、その跡

をさらに突き進んで地下水まで到達して、そして

採取しなければ正しい数値は出ないと私は思うの

ですけれども。採石場のそもそもの深さはどれく

らいあったのかということを把握しております

か。

〇議長（村中徹也） 総務部長。

〇総務部長（新谷加水） 一応私どもが調査したと

ころでは、岩盤の上に盛り土２メーター、その上

に廃棄物堆積が4.3メーター、さらに覆土が0.5メ

ーターということで、地表から6.8メーターのと

ころに岩盤があるというふうなことでございま

す。

そこのところからずっと先ほど来申し上げてお

りますけれども、この不法投棄の場所の一番下の

地点、ここががけになっていまして、そこの下の

ところ、ちょうど境界部分を掘ったのが最初でご

ざいますけれども、ここのところでは岩盤まで３

メーターということになっているということでご

ざいます。均一的に３メーターということではな

しに、当然ながら上のほうにいくと地表から岩盤

までは深いということになるわけです。ここのと

ころ、砕石はこの岩盤のところまで全部さらって

砕石を取ったというふうにお聞きしております。

以上です。

〇議長（村中徹也） ５番。

〇５番（工藤孝夫） 答弁どおり確認しておきたい

と思いますが、そういたしますと、今部長が答弁

、 、されたように 採石場の跡地の深さは岩盤までと

そういう深さだということで理解してよろしいで

すか。

終わります。

〇議長（村中徹也） ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

ここで議員各位に念のためお諮りいたします。

先ほどの新谷功議員からの関係する資料要求に

ついては、６月19日朝９時半からの議会運営委員

会及び同日の昼食後、午後の開会前に会派代表者

会議を開催し、ご意見を賜り、適切に処理したい

と思います。これにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） ご異議なしと認めます。よっ

て、このように措置をいたします。

ここで11時35分まで暫時休憩いたします。

午前１１時２６分 休憩

午前１１時３５分 再開

〇議長（村中徹也） 休憩前に引き続き会議を開き
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ます。

次は、下北駅前広場整備事業に係る経過につい

ての報告に対し、質疑ありませんか。19番馬場重

利議員。

（19番 馬場重利議員登壇）

〇19番（馬場重利） 下北駅前広場整備事業に係り

ます件でお尋ねさせていただきます。

10日の質疑も私いたしまして、実は唖然といた

しました。これは、私が記憶にある総事業費３億

2,000万円、確かなことは資料がないからわから

ないけれども、それが６億数千万円になっていま

すという企画部長の答弁をいただいて、私実はび

っくりしたのです。これは、企画部長の答弁の中

で下北駅前整備促進特別委員会がむつ市議会につ

くられたという、その結果に基づいてという答弁

でもございましたが、その特別委員会には私関与

しておりませんので、その件については私口挟む

余地はございませんけれども、まず私今聞きたい

、 。のは ６億数千万円になったというその内訳です

それと、私10日の質疑でも申し上げましたけれ

ども、この事業はいわゆる早掛沼公園拡張整備事

業、これが当初16億円の予定だったのです。それ

が２期、３期をあきらめて縮小したがために、早

掛沼公園の拡張は、大体７億円ぐらいしかかかっ

ていないのです。その分の２期、３期の工事に含

まれているその９億円近い金をその他の事業に振

り分けたといいますか、そういうことで下北駅前

広場整備に持ってきた、そういう経緯があったわ

けです。当初計画はもちろんなかったわけです。

これは、原子力発電施設等周辺地域交付金事業な

、 。のです 市長もわかっていると思いますけれども

これは、市民に電気料を還元する事業も入ってい

るわけで、いわゆる市民に還元しないでこの事業

に使うという形で進められてきた経緯があるわけ

。 、 、です この中に 私今これ持っていますけれども

３億2,160万6,000円、下北駅前広場整備、この整

備事業の内容は、用地費、設計費、バスロータリ

、 、 、 、ー タクシープール モニュメント 公衆トイレ

この中にはもちろん駐車場とか、今市長の報告に

ある駅舎が入っていないのです。それで３億

2,000万円だったわけです。この総事業費がいつ

変わったのか。少なくとも私は平成15年10月まで

議員の職にありました。それまでは全然なかった

のです、変更は。これいつからどのように変わっ

たのか、これをまずお知らせいただきたい。

〇議長（村中徹也） 建設部長。

〇建設部長（太田信輝） お答えいたします。

第１点目の事業費の３億幾らと６億の差の問題

をまずお答えさせていただきます。平成14年の当

初の事業費の概算が駅舎を除きまして、馬場議員

と若干数字が違いますけれども、３億3,227万

5,000円としておりましたが、事業の進行に伴い

まして、計画の変更等が出てまいりまして、事業

費が３億249万8,000円の増となっております。こ

の主な要因といたしましては、整備面積の追加に

よる用地費の増として7,571万3,000円、２番目と

して用地買収費に伴う工作物、この移転補償とい

うことで570万1,000円でございます。それから、

公共用地取得特別会計処理というのがございまし

て、これが１億624万円となっております。事業

面積の追加によります工事費の増額として

2,432万7,000円でございます。次に、測量設計の

増によりまして、952万7,000円でございます。あ

とは、駅舎移転補償によります8,099万円となっ

てございます。これによりまして、事業費の総額

が６億3,477万3,000円となったものでございま

す。

次に、いつ６億円になったのかということでご

ざいますが、平成18年５月の特別委員会で現地調

査をした段階で６億円と説明しております。駅舎

を含めてでございます。

以上でございます。
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〇議長（村中徹也） 19番。

〇19番（馬場重利） 平成18年に３億1,000万円増

になっていることを説明してあると。私いません

ので、その点についてはとやかく言える立場にご

ざいません。ただ、議員の皆さんは、特別委員会

の委員もいらっしゃいますから、それを聞いてい

るのだろうと思いますけれども、これやたらにこ

ういうふうに事業費が計画を上回るということ

を、見逃したのかどうかわかりませんが、議員も

承知しているということになりますと、これはよ

ほど計画性のないものではないかというふうに言

わざるを得ないのであります。

駅舎も今、さっき答弁の中で用地も含めて

7,000万円ですか、こういう話、それから何か公

共用地どうのこうので１億幾らというのはちょっ

と理解できませんが、このきょうの報告の中にあ

ります用地は、これはもともと交換をしないで取

得したほうがいいという形で取得したというふう

に聞いていますけれども、これが4,170万円。そ

の前にむつ市は国鉄清算事業団から１億円であの

用地買っているわけですね。ですから、それを使

って駅前広場の整備をやろうとした計画なので

す、この３億幾らというのは。だから、単純に素

人考えでは、これで十分できるものだと、いわゆ

る最低限利用しやすい形にはなるだろうと、私は

そう思っておったし、それで十分だと思っておっ

たわけです。これが今駅舎についても細かく市長

が報告しましたけれども、この駅舎を見ても、当

初の計画よりもかなり違うのです。

私は駅舎はもともと要らないと言い続けてきた

のですけれども、特別委員会は絶対駅舎も必要だ

というふうにしたのでしょう。駅舎をつくること

によって、ＪＲがずっと大湊線を営業してくれる

というふうに踏んだのかもしれません。そういう

確約もあるのかどうかわかりませんが、ただきょ

うの報告を見ますと、ちょっと言えば悪いけれど

も、何となくプレハブに毛の生えた程度のものみ

、 。たいな感じなのです 9,000万円みたいですから

この9,000万円は設計費も全部入っているわけで

、 。 。すね これ この辺のところはどうなのでしょう

そうしますと６億幾らのうち、今まで幾ら使っ

て、あとバスロータリーと、それからタクシープ

ールとか、それから計画には公衆トイレがないの

ですね。当初は公衆トイレもあったのです。それ

もない。それは、どうでしょう。今までこれだけ

使って、これからことしと来年にかけてどこに幾

らかかるかというものがあったら示していただき

たいのですが。

〇議長（村中徹也） 建設部長。

〇建設部長（太田信輝） お答えいたします。

まず、駅舎の問題でございますけれども、設計

費は含まれておるかということですけれども、こ

れに設計費は含まれておりません。設計費はおよ

そ1,100万円で、ＪＲと協定を結んでＪＲ側で設

計しております。それに基づいて出ましたのが、

先ほどの、ちょっと額思い出せないけれども、

8,000万ちょっとの駅舎の価格になったというこ

とでございます。

それから、２番目のこれまでの事業費、どれく

らい使ってきたのかということでございますけれ

ども、平成19年度までで１億239万7,000円を事業

費として使っております。

それから、公衆トイレの話でございますが、こ

れは設計上に盛ってございますので、今年度トイ

レができる予定でございます。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） 企画部理事。

〇企画部理事（近原栄） 先ほど総額事業費の中

で公共用地取得事業特別会計の関係で１億600万

円ほどの額を説明いたしましたが、これにつきま

しては、平成９年６月４日に日本国有鉄道清算事

業団東北支社から3,541.33平米購入しておりま
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す。この購入は、事業に先駆けて先行して取得し

ているということでありまして、このときに特別

会計におきまして購入の際に公共用地先行取得

債、起債を借りております。あくまでも特別会計

におきましては、事業に先駆けて土地を取得する

ということになります。したがって、当該この駅

前広場整備事業に当たっては、一般会計のほうで

特別会計から土地を購入いたしまして、事業に供

していくという形になります。ですから、特別会

計はあくまでも土地の先行取得という役目だけで

す。ここで事業を起こすことはできません。した

がって、一般会計で特別会計から土地を買い取り

、 。して そして事業を起こすということになります

そういうことで６億円の中に含まれているという

ことになります。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） 建設部長。

〇建設部長（太田信輝） 先ほどの平成19年度まで

の事業費の合計、ちょっと訂正させていただきた

いと思います。平成19年度末までで１億8,161万

5,000円となってございます。よろしくお願いい

たします。

〇議長（村中徹也） 19番。

〇19番（馬場重利） そうしますと、６億円の中に

いわゆる国鉄清算事業団から買った１億円も入っ

。 、ているということですよね 私ここにある資料は

いわゆる電源三法交付金の額ですから、用地は電

源三法交付金使えませんから、一般会計からとい

うことであろうと思います。そういうことでわか

りますが、いわゆる平成19年度まで２億円ちょっ

と使っているということですよね。あとそうしま

すと２億円ぐらい残っていると。そのうち駅舎に

１億円かかると。あと１億円で、単純に計算すれ

ば、タクシープールといわゆるターミナルをつく

、 。 、ると それで大体６億円ぐらいになると これは

全部電源三法交付金を充てられるのかどうかで

す。もちろん今の１億円は別です。６億3,000万

円の中で国鉄清算事業団から買った１億円は除い

て５億3,000万円、これ電源三法交付金を全部充

てられるのかどうかということ。

それと、答弁もらってから、もう質疑できませ

んので、先に言ってしまいますけれども、こうい

う金を使っている場合ではないのです。電源三法

交付金を全部使えるのであればいいです。今出て

いる旧脇野沢村のごみにも金がかかるし、第三田

名部小学校ももう着工しているし、ちょっとこれ

は私は、一般財源に手をつけなければならないよ

うなことであるならば、私は勇気ある撤退を今す

べきだと、そこまで申し上げたいと思いますけれ

ども、お願いします。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 勇気ある撤退という判断を

求めたいという後段の部分についてお答えをいた

します。

この件は、この下北駅前広場整備事業というも

のは、多くの市民の方々の声もあり、そしてまた

その部分で当初はコスモス畑の取得、そしてこれ

は先ほどお話ししましたように、公共用地取得事

業特別会計で取得をし、その後多くのまた周辺町

内会、そして企業、さまざまな方々のご協力をい

、 、 、ただいて コスモス畑に形を変え そして協議会

また地元の下北駅周辺開発協議会だったでしょう

か、ちょっと正式名称は今はっきりいたしていな

いのですけれども、その協議会、本当に地元の方

々の声が行政を大きく動かして、こういうふうな

形になって、そしてまた議会のほうでも特別委員

会、これも設置をされ、そしてるるご審査をいた

だき、そしてその経緯の中でこの下北駅前周辺を

整備しなければいけないだろうというふうなこ

と。そして、最初コスモス畑と駅、こういう駅の

周辺というふうなものがさまざまな声を受けて、

要望等を受けまして、駅舎の改築、そしてまた今
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供用開始をしております駐車場、こういうふうな

形で事業の拡大をしていった経緯があります。そ

の部分は、その協議会のさまざまなご提言、また

一般質問等でのご提言、これらを受けてこの結果

になっているというふうなことでございますの

で、今の段階で勇気ある撤退ということは、私自

、 、身としては考えておりませんし この状況の中で

今皆様方にお示しをしました駅舎の部分、そして

駅に向かっての右側の今草が生えているかつての

、 、コスモス畑 あの部分にタクシープールをつくり

そしてまた観光バスが２台、３台置けるようなロ

ータリーをつくって、年間二十数万人と言える下

北の玄関口である下北駅、これをしっかりとまと

、 、め上げると そんな気持ちで臨んでおりますので

ご理解をいただきたいと、こう思います。

その余につきましては、担当からお答えいたし

ます。

〇議長（村中徹也） 企画部理事。

〇企画部理事（近原栄） 財源についてご説明い

たします。

特別会計の分を除くということですので、５億

円、そして駅舎問題はそもそも当初から電源三法

交付金の対象外ということでしたので、電源三法

交付金の対象事業とすれば４億円、そして基金造

成が１億6,000万円ですので、残りの２億4,000万

、 、円の電源三法交付金 充当できたのですけれども

これは昨年の５月14日に特別委員会が開催されて

おりまして、そのときに今まで交付金事業という

形で行うということで説明してまいりましたが、

中間貯蔵施設等の着工がおくれまして、電源立地

地域対策交付金の見込みが大幅に狂いまして、こ

のときに報告したのは平成19年度で15億円、平成

20年度で18億円、２カ年で33億円の交付金の見込

みが絶たれたというふうな状況もございまして、

残りの基金を１億6,000万円充てた残りについて

は起債を充てたいということで特別委員会には説

明してございまして、一応了解してもらったとい

うことであります。

したがいまして、起債につきましても、将来の

財政負担を考えて、一応平成19年度からは合併特

例債を県のほうから許可してもらって充当してい

るというふうな状況にございます。トータル的に

今の財源を申し上げますと、電源三法交付金の基

金を造成していたものを約１億6,000万円、それ

から合併特例債を４億3,300万円、県の振興資金

、 、を1,630万円 一般財源が2,100万円ということで

合わせてトータル的に６億3,400万円の財源構成

になっているということです。

この事業計画につきましては、昨年の12月定例

会でお示しいたしました赤字解消計画の中には盛

り込んでおります。

以上でございます。

〇議長 村中徹也 ほかに質疑ありませんか 15番（ ） 。

目時睦男議員。

（15番 目時睦男議員登壇）

〇15番（目時睦男） ３点ほどお尋ねさせていただ

きたいと思います。

１つは、私も特別委員会の一人の委員として、

この関係については委員会の中で議論経過を認識

しているわけでありますが、報告にありますよう

に、駅舎の建設に当たっては、特別委員会でも委

員の皆さんからのご意見もあって、下北半島の顔

であるということから、地元材を建築資材として

使ってほしいというようなことで、特にヒバ材の

活用については意見があったとおりなわけであり

。 、ます きょうの報告の中でＪＲ側との協議の結果

内装材として一部使用されると、こういうような

報告でありました。この協議の内容について、１

つお聞かせを願いたいと思います。市の側として

どのようなことでＪＲ側に要請をして、ＪＲ側は

どのようなことからこういう内装材の一部だけの

使用というふうなことになったのか、詳細をお聞
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きしたいと思います。

２つ目は、いろいろＪＲ側との協議の中で駅舎

の中に案内所の併設を一緒に設計できなかったと

いうか、きょうの報告の中では別棟で案内所を併

設すると、こういうようなことで、内部的に検討

を進めているというようなことでありますが、先

ほどの説明の中でトータルの６億3,400万円の中

にこの案内所の別棟での建設費は含まれていない

という理解でいいのか、それとどのようなスタイ

ルでの案内所の建設を考えているのか、構想があ

ればお聞かせを願いたい。

３点目は、報告にありますように、この準備工

事が７月から始まって、12月末までに駅舎の完成

をするというふうな報告であります。駅舎の建設

については、率直に言って市のほうからの持ち出

しで、報告によりますと、施工主体はＪＲである

と。このようなことで認識をするわけであります

が、この建設に当たって、きょうの報告の中でも

設計の平面図が添付されていますが、駅舎の建設

について、市のほうからＪＲ側に対して、地元業

者を指名していただくようなことを要請したのか

どうか、この３点についてお聞かせを願いたいと

思います。

〇議長（村中徹也） 建設部長。

〇建設部長（太田信輝） お答えいたします。

まず１点目の駅舎についての協議でございます

けれども、詳細な協議ということでございますれ

ば、ちょっと私建設部担当のほうでは承知してお

りません。私のほうで把握している部分について

お話ししますけれども、特別委員会でさまざまな

要望、意見が出されまして、その中で先ほど目時

議員お話しのように、地元のヒバ材だとか、それ

から案内所、そういうものがもろもろ出てまいり

ました。それを昨年だったと思いますけれども、

設計ができ上がる以前にＪＲ側と協議をるる重ね

まして、その結果案内所は外に、それからコイン

ロッカーも外にということでございました。１点

。 、だけ認められたのがヒバ材でございます これは

今の駅舎の中の内装ということでございまして、

腰壁というふうな言い方をしますけれども、一般

の窓の下のあたりの部分、それから吹き抜けにな

ってございますので、そこの吹き抜け部分にヒバ

材を使おうというようなことでございます。

それから、３点目と一緒にお話しさせていただ

きますけれども、設計の中でうちのほうも建築担

当も入りまして、その中身を見せていただいて、

ペアガラスにするとか、それからエアコン、空調

の関係もうちのほうから申し入れて、それを取り

入れた設計となっております。

それから、２点目の案内所の件でございます。

案内所は来年度になりますけれども、この６億円

の中に含まれてございます。大体規模としては

23平米程度で550万円くらいのものを見込んでお

ります。物としては、新しく新築するのか、それ

ともユニットで設置するのか、それをまだ今検討

中でございます。

地元業者の件についてでございますが、これは

前にも多分お話ししていると思いますけれども、

駅舎ということで、ＪＲ側の専門の業者でないと

できないということでございます。広場につきま

しては、近接を一たん固定したフェンスで押さえ

て、広場のほうは一般の業者に発注できるという

ことでございます。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） 15番。

〇15番（目時睦男） 今の部長の説明で、結論はわ

かりました。ヒバ材、地元材を設計に組み入れる

、 。 、という部分について 結果はわかりました 私は

市のほうでＪＲに対して、このようなことで下北

の顔だから、地元材を設計資材の中に組み入れて

、 。ほしいと こういうことを要望したと思うのです

それに対してＪＲ側がこのような部分でしか設計
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には使えないということがどのような理由なの

か、そのことを私さっき聞いていたのです。再度

お願いします。

あと３点目の部分、私は今公共事業等々含めて

ゼネコンの皆さん、大変な仕事がなかなか地元に

はないというような状況を耳にするわけでありま

す。市のほうで駅舎の財源については手だてをし

ながら、ＪＲのほうが施工主体だと。私は、事務

室等々の中では、いろんな機材はＪＲの専門的な

機材等も入っていたり、そういうようなことはあ

り得ると思うのです。しかし、外装の部分、建物

、 、本体の部分の工事とか そういう部分については

地元の業者でも施工能力がある部分というのはあ

るのではないかと、私はそのように思うのです。

そういう点で、ただこれについて私も知ってい

ます、おいがＪＲの子会社にいますから。ＪＲが

抱えているというか、業者もあるのは承知はして

います。これは、国鉄時代のときにはそういう建

築の直営で抱えている部分もありましたから。こ

ういうようなところで、確かにＪＲ側、施工する

側からすると、ＪＲが指定をしているというか、

抱えている業者のほうに発注をしたいという、そ

ういう状況はあると思うのです。しかし、今の本

市の状況等々、活力を一つでも与えるというよう

な状況の中でいった場合に、地元の業者を使うと

いうことを強く要望するべきだと思うのですが、

再度お願いします。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） まず地元材の利用というふ

うなこと、私も就任して以来、昨年のちょうど９

月、10月ごろだったでしょうか、ＪＲ東日本盛岡

支社の方がこちらにお見えになった際にお話をい

たしました。また、担当部にもとにかく地元の材

料というふうなこと、特別委員会の提言もありま

すし、そういうふうなことで繰り返しお願いをし

た経緯がございます。

しかしながら、今目時議員、おいごさんが、そ

の関係者にいるということでのご発言、なかなか

私も非常に疑問に思うところがあるのです。むつ

市でその資金手当てをし、そしてその部分で駅舎

をＪＲが建て、なかなかその意見が、すべて満足

度のいくような部分に達していないというふうな

、 。ところ 私もこれ非常に不満な部分がございます

また、地元業者への発注ということ、これは今後

また私も頑張っていかなければいけないと、こう

いうふうな思いでございますけれども、一例を挙

げさせていただきますと、新幹線の新青森駅、あ

の部分においても、やはり青森市長もこの部分で

非常に悩んでいるというふうなことをお聞きした

ことがございます。さまざまな部分で市の持ち出

し、また県の持ち出し、そういうふうなところが

あるけれども、駅舎の部分については向こうのＪ

Ｒ側のその意見が、また考え方が非常に強いと、

我々の意見がなかなか通らないようなところが多

々あるというふうな悩みをお聞きしたことがあり

ます。私も、その意味からして、それらも踏まえ

まして、この駅舎の部分については設計が終わっ

、 、た段階でございますので 今後地元業者への配慮

そういうふうなものも物申していく場面が出てく

ると、こういうふうに思いますし、その場面では

お話をさせていただきたいと、こう思います。

以上です。

〇議長（村中徹也） 15番。

〇15番（目時睦男） 今の市長の答弁で、強くＪＲ

には求めていただきたいと思うのです。市長も先

ほどの同僚議員の質疑の中で、市民の方々、そし

てあの下北の駅周辺の町内の方々、熱い思いの中

でこの事業を立ち上げてきた。こういう地元の声

というものをＪＲに真っすぐに伝えて、そして主

体的に市の中での事業としてＪＲに求めて具現化

をしていくよう要望しながら終わりたいと思いま

す。
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〇議長 村中徹也 ほかに質疑ありませんか 26番（ ） 。

冨岡幸夫議員。

（26番 冨岡幸夫議員登壇）

〇26番（冨岡幸夫） 目時議員のところで重複する

ような質疑になるわけであります。

まず、下北駅前広場が新しくなるというような

ことでは、私もかかわってきた下北駅周辺整備促

進協議会なるものの目的が達成されたということ

では非常にありがたいし、市民の皆様にも下北の

顔ができるということでは非常によかったのでは

ないかなと。大分予算はかかったようでございま

すが、撤退をしろという意見も上がりましたが、

撤退は別なところでしていただきたいと、こうい

うふうに思うわけであります。

実は、目時議員のお話の中にもありましたけれ

ども、この駅の改築、信号通信設備、これ鉄道施

設にかかわるものとして8,000万円の予算、駅そ

のものは120平米のたかだか知れたものでありま

す。単価でいくと、いかほどになるのかわかりま

せんけれども、非常に今回のこういう行政報告の

中で説明をしてくれるということはありがたいの

ですが、役所にとって担当課でも、これが通れば

予算は通っているわけですから、すぐ着工すると

いうことになるわけですね。

こういう形のものが出る、２月でしたか、３月

あたりにはおよその計画がもう示されていると。

今こういうふうに出てきて、８月からもう着工す

るということでは、非常に議会、市民に対して優

しいやり方でないというようなことは言っておき

たいと、こういうふうに思います。

この8,000万円なるものの中で駅にかかわる、

、 、建物にかかわるもの または信号にかかわるもの

。 、これらの内訳が出されないものかどうか これは

役所のほうでは、企画部の中ではおおよそ承知さ

れていることではないかなと思います。ＪＲにつ

いて、余りにも言いなりになっているというよう

なことからして、これはいたし方ないというよう

な市長の先ほどの答弁もありましたけれども、私

はやはりもっともっと食い下がっていく必要があ

ると。相手は民間になりました。そういう意味か

らして、その辺の中身についての説明、それと協

議について、先ほど市長もＪＲのほうから来られ

たときにお話をしたというようなことであります

けれども、この計画の中で、この建物の概略、先

ほどプレハブのというふうなこともありましたけ

、 。れども 決してそうではないのだろうと思います

これをやはり市民の方、また議会のどなたでも、

これですばらしいものだといって納得できるもの

かというようなことの協議時間というのも全くな

いわけです。そういうふうなところで市長が、Ｊ

Ｒ側との交渉をしっかり、いついつどういう形で

やってきたと、支社長のところにお願いに行って

きたというようなことがあれば、その辺のところ

、 。もお知らせを願いたい こういうふうに思います

あと地元の業者を使えないというようなことも

ありました。それはこれからお願いしていくとい

うことでありますけれども、その辺にも触れてお

尋ねしたいと、こう思っています。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 冨岡幸夫議員がこの下北駅

前広場整備事業に対しましてのご発言の中で、歓

迎しているし、ありがたいというふうなことで、

これまで冨岡幸夫議員がさまざまな場面でこの協

議会、市民を巻き込んでの、市民一体となっての

協議会の中でのご活動に心から敬意を表し、こう

いうふうな形になったということもお知らせをし

ていただければなと、こう思います。

これは今冨岡幸夫議員の言葉をかりますと、Ｊ

Ｒの言いなりになっているというふうなことでご

ざいますけれども、非常にその部分、私どもも苦

しゅうございます。先ほど目時議員のときに新青

森駅の部分、周辺の部分、これらもお話をさせて
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いただきましたけれども、非常に苦しい部分がご

ざいます。しかしながら、担当部といたしまして

は、設計の段階、そしてその仕様の部分、そうい

うふうなことにつきましては、その打ち合わせ協

議の段階で特別委員会の意見、こういうふうなも

のが伝えられておりますし、その部分で反映され

た部分があります。しかしながら、すべてが反映

できなかったというふうな部分は、私も残念な部

分がありますけれども、今後この駅舎の事業展開

の部分、これについては私も今定例会のご意見、

またこれまでの特別委員会の経緯、これらをあわ

せてＪＲ側と協議をし、意見を吸い上げていただ

くよう頑張っていきたいと、こう思います。

以上です。

〇議長（村中徹也） 建設部長。

〇建設部長（太田信輝） 駅舎の工事関係の中身に

ついてご説明いたします。

まず、駅舎の上屋ですけれども、建物のほうが

約5,090万円。それから支承工、これは電力とか

機械とか通信の関係でございます これが2,387万、

円。この工事費の合計で7,477万円となります。

それに機械関係として管理費でございますけれど

も、622万円があります。それをトータルします

と8,099万円というふうになります。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） 26番。

〇26番 冨岡幸夫 中身について 建物で5,000万（ ） 、

円、120平米に5,000万円というと、かなり豪華な

ものと期待をせざるを得ないのであります。それ

で市民の評価が得られるかというようなときに、

私はやはり下北駅が新しくなるということは、将

来にわたってむつ市の顔ができ上がるとともに、

ＪＲとしても誇れる駅舎であるべきと、こういう

ふうに思っています。この建物のデザインといい

ますか、我々の地域の思いといいますか、これが

本当にこのようなやり方だけで納得して、あすに

も工事にかかっていいのかなと、こういうふうな

気がしているのです。

先ほど市長の答弁の中に新青森駅の話もありま

した。新幹線新青森駅の駅舎については、３パタ

ーンそれぞれ出されて、協議の場が持たれてきま

した。それに値するものでないことは承知してお

りますけれども、それでも市民の声が反映される

ものにならなければならない。特別委員会ではヒ

バ材を活用するようにと。活用したところが、腰

壁だったというふうなことを一般の人たちに説明

して、わあ、すばらしい、地元材を活用してくれ

たというふうなことには私はつながらないと思い

ます。ですから、こういうふうなやり方というの

は、ＪＲの言いなりと言われても、これ仕方ない

わけです。もっともっと真剣に地元の顔、そして

観光客を受け入れる玄関口、将来のＪＲ東日本の

最北の駅として、ともども売っていけるようなも

のにしていかなければならないときに、何の協議

もなされないでそのままで終わりだということで

は、もういささか納得がいかないというようなこ

とがあります。この建物についてのデザインの調

整機関といいますか、そんなことを再度検討する

べき組織か時間というものをとっていけないもの

かどうか、その辺のお考えをお聞きしたいと、そ

ういうふうに思います。

、 。地元業者につきまして 全くＪＲの思うままと

実は、大湊線の保線について、名前出しますけれ

ども、熊谷建設工業がもう長年にわたってやって

おります。これだけの建物をつくることにいささ

か地元で、何も支障がないはずであります。もっ

とＪＲには働きかけなければならないことがいっ

ぱいあるはずです。ただ、将来の大湊線の存続だ

とか、新幹線の活用方法と利便性でお願いをしな

ければならないことがあります。そのことについ

ては立場が弱いということはありますけれども、

市民の血税を出してすべてのことをやっていく我
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々が、もっともっと力強くアピールしていかなけ

ればどうしようもない。市民に我々はこたえられ

ない、そういうふうな思いであります。何とかし

てそういうところを決意を新たにＪＲにかけ合う

というようなことにしていただかなければ、我々

はただの報告で終わる。市民から、おまえたち何

やっているのよと言われても、これいたし方がな

い。その辺のところをご答弁願いたい。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） ＪＲへの強力な働きかけと

いうふうなことをお求めになりました。私も今後

その意味では強力に、さまざまな場面を使いまし

て働きかけていきたいと、こういうふうに思いま

す。

このデザインの調整の部分ですけれども、これ

はやはりさまざまな見方、考え方があろうかと思

います。これは、その設計のデザインの部分、ど

ういうふうな形でどこが担当、これは市のほうと

も協議をいたした部分があります。主体となった

ところ、そういうふうなところについては担当の

ほうからお答えをさせますけれども、こういう環

境になるということ、まず駅に向かって左側の駐

車場、五十数台の駐車場、非常に市民からも利便

性が高まったという声もありますし、そして駅舎

ができ、向かって右側のほうにタクシープール、

バスのロータリー、そういうふうなもの、それか

ら今外に観光案内所的なもの、これらも最初は私

もこの駅舎の中にお願いをいたしました。しかし

ながら、これはなかなか合意に至らず、また各団

体のほうからも要望がありました。それをしっか

りと下北観光の顔であると、玄関口であるという

ことを考えますと、やはりこれは外にしか置けな

いだろうという決断をいたしたところであり、そ

ういうものも今後この周辺の充実ということで、

駅舎自身も充実した形で、一体感の中で駅舎の充

実を図っていくようＪＲにも働きかけていきま

す。ご理解をいただきたいと思います。

〇議長（村中徹也） 建設部長。

〇建設部長（太田信輝） デザインの変更について

のお尋ねにお答えいたします。

まず、主体的にはＪＲのものでございまして、

そちらのほうで設計を組んで発注するという形で

ございます。

この設計委託につきましては、もう既に終了し

ておりますので、今からまた再度デザインを検討

し直すということは無理かと存じます。

〇議長 村中徹也 ここで昼食のため午後１時30分（ ）

まで暫時休憩いたします。

午後 零時２７分 休憩

午後 １時３０分 再開

〇議長（村中徹也） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

下北駅前広場整備事業に係る経過について、ほ

かに質疑ありませんか。13番新谷功議員。

（13番 新谷 功議員登壇）

〇13番（新谷 功） それでは、下北駅前広場整備

事業に係る市長の報告についてお聞きいたしたい

と思います。

この報告書の２ページ目の14行目 「本協定に、

、 、 、 、おきましては 工程 工事の実施主体 工事費用

工事完成後の施設の帰属等について」云々と、こ

うあるわけですけれども、この帰属等ということ

は、これどういうことを意味しているものか、お

聞きしておきたいと思います。

また、この事業に関しては、私も特別委員会に

長く籍を置いて、本当によく承知しております。

例の電源三法交付金、それから合併特例債、この

こともよく知っているつもりですし、すべての会

議記録を私はファイルに厚く持っておるのですけ

れども、確かにそういうことの経過はございまし

た。あれよあれよと思っているうちに、正直言っ
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てそうなったなと、それから市長も先ほどの答弁

で下北駅前のそういう関係者の今までの熱意等考

えれば、もうこの際そうして、ことしと来年でも

って完成を見なければならないという思いは全く

そのとおりです。だから、その時分は私も関係し

ていながら、しようがないなと、こういう思いで

ありました。

それはそれといたしまして、いずれにしても特

別委員会では地元業者を努めて使ってもらえない

かと、私もこれは再三要望したけれども、何せＪ

Ｒさんのほうは聞く耳を持たないと言えば語弊が

あるかもしれないけれども、そういうことでない

かなと、このように思っております。せめてそう

いう面についても、本当はＪＲさんも会社ですか

ら、むつ市のほうで、すべてお金を出して、何も

聞かない、自分たちの思うとおり、専門業者でな

ければ駅舎の建築ができないとか、こうは言って

いるけれども、私はそれはそうではないのではな

いかなと、こういう思いをしておるわけでござい

ます。

そこで私は、本当はそのくらいもうやるのであ

れば、先ほど馬場議員からは、勇気ある撤退とい

うことも出ましたけれども、本当にこの件に関し

ては、馬場議員ばかりでなく、正直言ってそうい

う感情にもなってくるのではないかと。余りにも

ＪＲさんが、言葉はふさわしくないかもしれない

けれども、横暴さが出ているような感じがするの

です。これは、総務部長でも企画部長でも、市長

初め皆さんそうだと思いますけれども、でも事業

を展開するにはそれをやらなければ、せっかくあ

の下北駅周辺整備促進協議会の蓮井会長さん方の

今まで長年のご労苦に報われないという思いで、

みんな涙をのんで市長もそれなりに考えていると

思うのです。私は、そこは理解したいと思ってお

ります。

ところで、こういうふうにお金を出してＪＲさ

んの思うとおりに工事を進めるわけでございます

ので、例えば青森までの新幹線が通ったときに、

その後の大湊線はどうなるのかなということも特

。 、別委員会で議論になりました つい昨年でしたか

ＪＲの社長さんは、絶対それはやると。今の大湊

線の廃止あるいは第三セクターについては自分は

考えていないと、こう言ったものの、これはいか

がなものでしょうか。そういうことで、ＪＲさん

からそういう約束のお墨つきといいますか、そう

いう担保はいただけないものでしょうか。これも

お聞きしておきたいと思います。

それから、この今の経過報告の中で駅舎の、こ

れカラーで出ておりますけれども、私たちはよく

行政視察で行くと、例えば駅舎の場合、そこの特

徴のある武家屋敷、城下町とか、そういうところ

の駅に行けば、それなりの特色ある駅舎ができて

いるのですけれども、例えば今のこの下北駅の駅

舎の場合は、ちょっと見ても、あれ、むつ下北の

玄関口、むつ下北の特徴がどこかに反映されてい

るのかなという思いで見ておったけれども、これ

を見る限りでは、そういうことが感じられないの

ですけれども、この点で建設部長でも、もしよか

ったら覚えている範囲内で説明してもらえれば助

かると思います。よろしくお願いいたします。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 新谷功議員のお尋ねにお答

えいたします。

１点目の協定書の帰属等、内容につきましては

担当部長からお答えをさせます。

２点目の新谷功議員がＪＲに対する思い、今吐

露されたわけでございますけれども、私も一部そ

ういうふうな思いを共有している部分がありま

す。よって、ならばこれからどうするのかという

ことになりますと、やはり本日の行政報告の各議

、 、員のご発言 また新谷功議員のただいまのご発言

これまでの特別委員会のその経過、これらをまた
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改めてＪＲのほうに意見を申し上げ、提言をして

いきたいと、粘り強くこの部分については訴えて

いきたいと、こう思います。

それから、新幹線開通後の大湊線というふうな

ことでございますけれども、先般県の市長会の場

で発言をさせていただきました。新幹線が通って

も、七戸駅 （仮称）七戸駅ですけれども、それ、

からむつ下北に対する２次交通の部分がまた見え

ない。それから、従来線への接続の部分、これも

全く今霧の中で、なかなか下北を、どうも目は津

軽方面、奥津軽、そして北海道に向かっているよ

うな感じで、このむつ下北に対してのそういうふ

うな部分の情報がまだ伝わっていないし、この部

分について発言をしてまいりました。ただ、また

ＪＲのほうの立場、県のほうの言い方でございま

したけれども、新幹線のダイヤ編成、そういうも

のもまだ確定もしていないし、駅名もまだ決まっ

ていないという状況で、それからまた先ほども申

し上げましたけれども、新青森駅のこの全体像、

そういうこともまだ確たるものが示されていな

い。県へ対しまして、私ども市長会といたしまし

ては、やはりＪＲに強く働きかけていただきたい

ということで、その会議が終わったところであり

ます。この部分につきましても、これから機会あ

るごとに訴えていきたいと思います。

大湊線の存続のお墨つきというふうなことでご

ざいますけれども、昨年の報道があって、その後

企画部長が当市を訪れた際、大湊線は存続、これ

はその報道のとおりであるというふうなことでし

っかりとお話を聞いたところでありますので、私

どもとしては、その言をしっかりと信頼をし、信

頼をしつつ、また大湊線の快適性、これを求めて

いって、利用度を高めることによって存続がます

ます伸びていくというふうな思いを今いたしてい

るところであります。

それから、この駅舎がむつ下北、この下北のイ

メージを反映していないと言われれば、そういう

ふうな思いもいたさないわけでもないのですけれ

ども、ならばどういうふうな形がまた反映される

のかと、こうなりますと、さまざまなデザイン、

意匠といいますか、そういう部分での反映の仕方

はあろうかと思いますけれども、午前中の答弁の

中でお話をさせていただきましたけれども、これ

を駅前広場一体として下北をアピール、むつ市を

アピール、そして下北の玄関口であるということ

をアピールするというふうな形で、その景色にマ

ッチングした形の中でそのＰＲ、アピール度を高

。 、めていく必要があるのではないかなと そこには

先ほどお話しいたしました観光案内所、そういう

ものも特徴のあるデザイン、これは私たちの形の

中でデザインができるわけでございますので、そ

ういうところに意を用いて、全体としてこの駅前

広場が下北観光、そしてむつ市の玄関口にふさわ

しい形で整えていきたいということでございます

ので、ご理解をいただきたいと思います。

〇議長（村中徹也） 建設部長。

〇建設部長（太田信輝） ＪＲとの協定の中に施設

の帰属についてという文面がございます。これに

対してお答えいたします。

この協定の中には、補償費としてＪＲの建物の

移転補償が含まれております。もう一つは、地元

業者に広場の工事をさせるために、営業線近接工

事を防ぐためにＪＲのほうに市からフェンスの設

置をお願いしております。その工事は、市で委託

しているものでございますので、建物はＪＲのも

のでございますが、フェンスは市のものというふ

うなことで帰属を協定書の中でうたっているもの

でございます。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） 13番。

〇13番（新谷 功） お聞きするのは逆になるかも

しれないけれども、今の帰属の問題、今の建設部
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長のお答え。建物はＪＲさんに帰属すると、フェ

ンスに関してはむつ市に帰属すると、こういうこ

とですね。これは私の一般的な常識からまず述べ

てみたいと思います。自分がお金を出して、そし

て向こうの要望のとおりにやって、その要望どお

りの額のお金を出してやって、その財産は、その

つくったものはそちらのほうというのは、これど

う私考えてもちょっとおかしいのではないかな

と。

おかしいのはこればかりではないのですけれど

も、これがＪＲさんの、そういう全国で駅舎をつ

くってきたと思うのですけれども、そういう流れ

で来ているものなのかなと。それにしても、これ

は理にかなわない話だなと。何でそういう多額の

ものはＪＲさんになって、フェンス、これは全体

的な工事からすれば、わずかだと思うのだけれど

も、それがむつ市に帰属になってと。

例えば今後の話なのですけれども、あの駅舎の

それぞれの、これから駅舎をつくって何年かすれ

ばいろいろ補修でも手がかかることもあろうかと

思うのですけれども、そういうことになれば、駅

舎の部分はＪＲさんだから、そういう維持管理と

いいますか、それはＪＲさんのほうで持つものな

のか。例えばフェンスに関しては、これは我がほ

、 、うでやったから フェンスが雪なんかで壊れたり

いろいろ壊れてきたら補修するようになっている

ものか、この点についてお聞きします。

それから、２番目、市長から答弁があったので

すけれども、ＪＲにそういうふうな意味で担保で

。 、きないかと ＪＲさんの偉い人と会ったときには

全く社長の言うとおりだと、そういうふうにやっ

ていきますと。しかし、市長はこれについても粘

り強く要請していくということですので、この点

について、市長、よろしくひとつお願いいたしま

す。

次に、駅舎のイメージ、これももう設計ができ

ていると思うし、これがそうなのでしょうけれど

も、この辺は「今さら新谷、言っても遅いんだ」

と、こう言われてしまえば、それまでなのですけ

れども、当然そういうことも考えて反映させたも

のをつくってもらえればよろしいのではないかな

と。例えば駅の駐車場にモニュメントも、これつ

くることになっているわけでしょう。これは、下

北駅周辺整備促進協議会の役員さんが来て、皆さ

んから寄附をいただいて、それはもうそれなりの

特色のあるモニュメントをつくると思うのですけ

れども、そのことも部長が知っているのであれば

、 。教えていただきたいと このように思うわけです

それから、もう一点、観光案内所は、今の駅舎

は狭いから云々ということで、そこには組み入れ

ることはできないけれども、別棟でつくると、こ

ういうのがこの報告に出ているのです。そうすれ

ば、午前中にも出たのですけれども、それはどう

いうものだかわからないけれども、もしそういう

観光案内所をつくった場合においては、案内する

人、職員といいますか、そういう関係者が常駐し

なければならないのではないかなと思います。も

しその観光案内所ができた場合には、そういうガ

イドさんといいますか、説明員は、これは市のほ

うでもって配置するお考えなのか。あるいは、こ

の性格上からいけば、観光協会さんが担って、そ

れにまた補助金を出して委託してやるものか。運

営はどうなるのかなということももしできたら教

えていただきたいと思います。

実は、この観光案内所、何年か前に大湊駅に観

光案内所といいますか、そういう方を常駐させた

経緯があるのです。今はそれがおらないのですけ

れども、これ置いた経緯と、それを廃止したとい

いますか、それはどういうことなのかなと。もし

その点についてもお答えできるのであればお聞き

しておきたいと思います。

以上でございます。
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〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 帰属の問題は、また後ほど

担当部のほうからお答えいたします。

観光案内所の件なのですけれども、これは当初

私の気持ちといたしましても、駅舎の中にという

ふうな思いがありまして、就任以来お願いをした

経緯がございます。しかしながら、設計が進んで

いる段階で、なかなかそれを取り入れるというふ

うな部分、費用の部分、この費用はうちのほうで

払うわけなのですけれども、そういうふうなとこ

ろがご理解をいただかなかったということでござ

います、経緯は。その後その観光案内所につきま

して、むつ商工会議所、むつ市観光協会、下北物

産協会というふうな３団体のほうから申し入れが

ございました。その部分でもまたＪＲのほうにも

申し入れいたしましたけれども、なかなかご理解

をいただかなかったというふうな部分で、ならば

やはりこれは年間二十数万人の乗降客、また観光

シーズンになりますと、非常に観光客が多いとい

う玄関口でございますので、そういう部分におき

ましては、やはり観光案内所が必要であろうとい

う判断をし、今それを検討させております。それ

も定着する基礎をつくって云々ではなくて、冬場

になりますと、また傷み等も出てくる可能性もあ

りますので、据え置き型にするべきなのか、それ

らもあわせて今検討しているところであります。

その部分において、できるだけむつ下北にふさわ

しい観光案内所のイメージを全体の中でマッチン

グしたような形でつくり上げることができればな

というふうな思いでございます。

その案内のあり方につきましては、今後の課題

でありますけれども、むつ商工会議所、むつ市観

光協会、下北物産協会等と協議をしつつ、果たし

てそれが常時いて、コスト面もございますし、ま

たさまざまＮＰＯだとか、そういうふうな方々と

の協議を深めて案内をしていただくような体制を

とっていきたいと。今後の課題とさせていただき

ます。

〇議長（村中徹也） 建設部長。

〇建設部長（太田信輝） お答えいたします。

初めに、補償費についての考え方でございます

けれども、これはあくまでも建物移転補償という

考えでございます。要するに、通常道路工事なん

か実施した場合、建物がかかれば一般的に補償す

るわけです。それをもって一般の方が別な場所に

建物を建てる。ですから、その建物はその方のも

のになります。今回も広場の整備の関係でセット

バックしていただくということで、要するに市で

支障であるよということで後ろに下がっていただ

くという形ですので、それの分についての補償で

ございます。ですから、建物はすべてＪＲのもの

になります。フェンスは、こちらから工事をお願

いしたわけですから、その工事物件は、工作物件

は市のものというふうな考え方でございます。

次に、モニュメントについてでございますけれ

ども、市でも一応この下北駅前広場にはモニュメ

ントを検討しております。ただ、下北駅周辺整備

促進協議会でございますか、こちらのほうでもお

、 、よそ200万円程度のもので 別にモニュメントを

記念のものをつくりたいということで協議をして

いる最中でございます。

維持管理につきましては、当然もう建物そのも

のがＪＲのものでございますから、今後は全部Ｊ

Ｒで負担することになります。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） 13番。

（ ） 、 、〇13番 新谷 功 今の部長の説明聞いて いや

、 、 、なるほどなと そう言われてみれば そうかなと

こういう思いで今聞いておったのですけれども、

私の考えがそうでないと思っておったのだけれど

も、確かに建物移転等に関しては、言われてみれ

ばそのとおりだなと。それで、本当は、いや、そ
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うですかと終わればいいのでしょうけれども、し

かし市長、この問題に関してはむなしさ、それか

ら無力感というものは本当にこれ皆さん、いる議

員も、皆さんそういうふうに思っているのではな

いかなと。どうであれこうであれ、本当は全くそ

うであるし、またＪＲさんにしてみれば、営業利

益を追求する会社なのですよね、本当を言えば。

ところが、何となくむつ市の弱みにつけ込んでと

いう言葉はふさわしくないかもしれないけれど

も、そういうことが強く感じられて、本当に私は

冒頭に申したとおり、むなしさと無力感を感じて

おるわけでございます。

最後にこのことについて、市長から何かお考え

があれば、ご所見があればお伺いしておきたいと

思います。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 先ほども申し上げましたよ

うに、新谷功議員と共有する部分が私の心情とし

てあります。ただし、これはかつて国鉄清算事業

団の土地を買い求める平成９年でしたでしょう

か、そしてその前から、平成６年ごろから下北駅

周辺を何とか整備しなければいけないというふう

な地元町内会、またあの周辺の企業の方々、そし

て市民の方々が協議会を立ち上げて、この下北駅

を何とかしようと、そして環境整備から始め、コ

スモスを植え、駅舎を今度直していってほしいと

いう市民運動から発した形の中で行政を動かして

きたというふうな思い、こういう思いを私も全く

共有しております。しかしながら、今新谷功議員

が２つの心情をお話しいたしました。この２つの

心情を乗り越えて、むつ下北の玄関口としてふさ

わしい全体的なイメージの中で、この下北駅前広

場及び駅舎をすばらしいものにしていくのもまた

我々行政の姿であるし、そしてその利用度を高め

るための列車の接続の問題、強風対策、そういう

ふうなものを強力に議会ともどもお力をいただき

ながら進めていくということによって、この２つ

の思いを乗り越えることができるのではないかな

ということでございますので、どうぞ今後また新

谷功議員初め議会議員、そして市民の皆様方のご

支援をいただきたいと、こういうふうに思います

ので、よろしくお願いいたします。

〇議長 村中徹也 ほかに質疑ありませんか 22番（ ） 。

菊池広志議員。

（22番 菊池広志議員登壇）

〇22番（菊池広志） 簡潔にお伺いいたしたいと思

います。

この駅舎、きょう初めて見ましたが、先ほどか

ら話ししているのですけれども、これデザインを

変えたいというようなことはできるのかできない

のか。

もう一つは、このような形でもってなるのであ

ればやめたいというようなことができるかできな

いか。また、やめたいといえばやめられるのかや

められないのかお聞きしたいと思います。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 菊池広志議員にお答えいた

します。

デザイン変更はできないのかと。やめたいとい

うふうなことでございますけれども、この部分に

つきましては、これまでの市民運動、そしてまた

地域の方々、今後の下北駅のあり方というふうな

こと、むつ市にお越しいただく多くの観光客の方

々のことを考えますと、やめたいという言葉は私

からは出すことはできません。しっかりとしたも

のをつくっていきたいと、こういうことでござい

ます。

以上です。

〇議長（村中徹也） 22番。

〇22番（菊池広志） 大変わかりました。私は川内

の分庁舎とかいろいろ見ましたけれども、こうい

うデザインはきょう初めて見たのですけれども、
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もうちょっと前に見ていればなという思い、残念

で残念でならないのですけれども、そういうこと

であればわかりました。

〇議長（村中徹也） ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。これで

質疑を終わります。

以上で行政報告を終わります。

◎日程第２～日程第25 議案質疑、委

員会付託、一部採決

◇議案第５５号

〇議長（村中徹也） 日程第２ 議案第55号 むつ

市介護老人保健施設条例を議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

15番目時睦男議員。

（15番 目時睦男議員登壇）

〇15番（目時睦男） どうも議長、最初の質疑を受

けていただきまして感謝を申し上げたいと思いま

す。

議案第55号 むつ市介護老人保健施設条例の条

例案について、５点にわたってお尋ねさせていた

だきたいと思います。

１つは ご案内のように 大畑診療所は平成15年、 、

９月策定の下北圏域自治体病院機能再編計画によ

って旧大畑町が平成17年４月から、病院から19床

の有床の診療所に機能転換をしてきたわけであり

ます。しかし、常勤医師が不足している中から実

質無床の診療所となって現在に至っているわけで

あります。２階部分は60床のスペースに対して今

回の条例案によりますと、定員29人の介護保険施

設に機能転換するという内容になっているわけで

ありますが、入院施設をなくするのかどうか、こ

の点について１点目お伺いをします。

２点目は、１階部分は外来診療と機能回復訓練

施設と現在なっております。同一施設に２つの施

設が同居するということになるわけであります

が、管理運営は具体的にどのように考えているの

か。

また、仮に１階、２階の全部を指定管理すると

なれば、１階は医療法人、２階は社会福祉法人へ

の指定管理が考えられるわけでありますが、その

ような理解でよろしいのかどうか、２点目であり

ます。

３点目は、施設の改修はどのように行って、そ

れに要する費用は幾らを予定しているのか、３点

目お伺いします。

４点目は、指定管理者の公募範囲は市内、また

は県内、そしてまた全国なのか。また、応募者の

中からの選考をどのように考えているのか、基準

がございましたら説明をお願いしたいと思いま

す。それに伴って、仮に応募者がなかったと、こ

のような場合には、その後の運営をどのように考

えているのか。

最後になりますが、５点目は、条例案によりま

すと、第10条で利用料金の免除が条文化しており

ます。見ますと、指定管理者はあらかじめ市長の

承認を受けて定めた基準により利用料金の全部ま

たは一部を免除することができるという条文にな

っているわけでありますが、どのような基準を想

定しているのか、お伺いをしたいと思います。

以上、５点についてよろしくお願いします。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 目時議員のお尋ねにお答え

いたします。

入院施設をなくするのかということでございま

すけれども、現在２階の部分にかつての病院時代

は60床ということで、その後平成15年の再編計画

の中で診療所ということになったわけで、19床と

いうことになっております。今後これが指定管理

が始まりましたら、入院施設、この部分において
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は10床、この部分をオープンをしてもらうよう指

定管理との協定の中に盛り込んでいきます。です

から、ただいま議案第55号で上程、ご審議をいた

だいております部分において、２階部分が29床の

小規模介護老人保健施設と、そしてさらにプラス

10床の入院患者の部分、ベッドを確保していくよ

うに、これは下北医療センターのほうの契約にな

りますけれども、若干その部分お尋ねがありまし

たので、議長からお許しをいただきましたら答弁

をさせていただきますけれども、10床は入院施設

として確保していくという旨を協定の中に盛り込

んでいきたいと、このように思います。

１階、２階の管理運営、これはむつ下北医師会

と協議を始めた段階で、１階、２階セットでの形

の中で協議を進めてまいりました。その部分、不

調に終わりました。その中でこれからどういうふ

うな形で運営をしていって、医療の部分、そして

不良債務の部分、こういうふうなものをしんしゃ

くをいたしました結果、１階は医療、２階は入院

10床、29床その施設ということで、一体的な管理

運営の委託をしていきたいと、指定管理を求めて

いきたいと、こう思います。

施設の改修費、それから利用料金等の免除につ

きましては、担当部長からお答えをいたします。

、 、公募の範囲 これはどうなるのかといいますと

むつ下北医師会に所属する医療法人に公募をして

いきたいと、こういうふうに考えております。

以上です。

〇議長（村中徹也） 保健福祉部長。

〇保健福祉部長（吉田市夫） 市長答弁に補足いた

したいと思います。

１つの施設に２つの事業をどういうふうに考え

ているのかということのお尋ねにお答えいたしま

す。初めに、現在日本の医療というものは32兆円

を超え、今後10年間の間に50兆円を超えるのでは

ないかと。こういった中で、医療費を抑えるため

に厚生労働省で2011年度末まで25万床ある医療病

床、医療型療養病床を13万床に減らすと。15万床

ある介護型療養病床を全廃すると。そういうこと

から、介護難民が生ずるというふうなことが国民

の中から大変不満が出まして、これを解消するた

めに厚生労働省が2011年までの間に、これを今介

護保険型、または老健施設に変える場合について

は、介護保険について医者は要りません、それか

ら作業療法士も要りません、理学療法士も要りま

、 、 、せん 看護師も要りません 栄養士も要りません

、 、そういった中で またエレベーターも要りません

枠内の壁を張りつけることも要りません、こうい

う中でぜひともやってくださいという厚生労働省

の中から応募が出たわけです。

これを今15万床あるのをどういうふうに解決し

ていくかというと、今の段階で10％しか達成して

いないものです。そういうことから、厚生労働省

ではすべてそういう緩和政策をとりまして、医療

施設にあっては、こういった老健施設に移る場合

には医者は緩和されているということで、この機

会を逃してはだめだということで29床。

29床というのはなぜかというと、小規模介護老

、 、人保健施設ということで 29床以内でありますと

医者は要らない、看護師も要らない、従来いまし

た看護師の中で、医者の中で十分対応できている

というのであれば、職員の増員は要りませんと、

そういうふうな緩和政策がとれらまして、それに

むつ総合病院のほうから、こういう施設があれば

やれるのではないかという話があったものですか

ら、私どもとしても、ぜひいい機会であると。

それともう一つ、こういう施設ができた場合に

、 。 、は 介護保険はどんと上がるわけです ですから

長期計画の中に基づいて介護保険は余り施設をふ

やしてはいけないと、市の許可をもらい、県の許

、 、可をもらい 国の許可をもらわなければならない

入所者をふやすときには、そういう規制がありま
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した。ところが、厚生労働省では、今回のこの施

設をふやすものに対しては、一切の規制、協議会

を持っていなくても入所を認める、施設の増設を

認めるというふうな緩和政策をとっているもので

ございます。

そういったことから、３番目の施設の改修につ

いては、エレベーターも共有であっていいし、玄

関も共有であっていい、調理場も共有であってい

いと。２階のフロアは入院ベッドと、それから老

健の施設ということになって、その場合でも壁は

必要ありませんよ、立て札だけで、こっちから入

院病棟、こっちから介護老人保健施設というふう

なことで改修費はかかりませんよと。

ただ、私どもの中で今いかに市内の医療法人が

手を挙げてくるのかということについては、非常

に心配しております。赤字経営のもとでやるとい

うのであれば、だれも手を挙げないわけです。そ

こで、私からいろいろ老健施設を市内で手広くや

っております院長と話をしたときに 「ガソリン、

の値上げで大変経営困っておられるでしょう」と

いう話をしましたら、私どものほうでは一切ガソ

、 。リン 油に頼ったヒーティングをやっていないと

電気と、それから暖房効率を考えた建物をつくっ

ているので、そういうものの中では、恐らくほか

の施設よりは半分以下で済んでいるのではないか

ということを踏まえまして、職員の削減がまずコ

ストの中で来るわけですけれども、ボイラーマン

が要らない、電気料がかからないということであ

れば、そういう施設の経営者が手を挙げてこられ

るようにするためには、電気で施設を保温できる

ようなもの、いわゆるボイラーの経費と燃料費の

経費のかからないようなものをつくれば手を挙げ

る方が多いのではないかというふうなことでござ

います。

施設の改修費にかけようと、そういう暖房がも

う老朽化しております。使っていないものですか

ら、かなり使えない状況にあると聞いております

ので、そういうふうなもので改修したいというこ

とでございます。

公募の範囲については、市長から説明ありまし

たので。

あと利用料免除の基準についてでございますけ

れども、この免除の基準については、うちのほう

で介護保険の中で、パンフレットを各家庭に配布

してありますけれども、その中に規定されてある

所得の基準内の方については、利用料免除という

ふうなことを考えてございます。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） 15番。

〇15番（目時睦男） 内容についてはわかりました

が、先ほど答弁の中で漏れておりまして、市長か

ら答弁があった指定管理者の公募の範囲は先ほど

の答弁で市内の医療法人ということでは答弁があ

りましたが、公募がなかった場合の今後の運営に

ついては答弁がありませんでしたから、再度答弁

をお願いしたいと思います。

それで、再質問でありますが、現在の建物全部

を今の部長の説明も聞きますと、医療の部分とい

ろいろ厚生労働省の指導等も含めた中で、１階部

分、２階部分合わせて、医療と介護の同居した運

営が可能だと、こういうことで、そういう意味か

ら解すれば、１階も２階も同一の指定管理の中で

ということの理解に立つわけであります。実は、

これまでの現在一生懸命頑張っていただいている

常勤の医師が、我々も特例前の大畑の議員が、会

派の議員、いろんな有形無形に地元の声を体して

常勤医師を何とかしていかなければならないとい

う思いを強くして、そういう中で間接的な働きか

けもしてきました。そういう常勤の理事者のほう

からの働きかけも強い部分があったかと思います

が、そういう中で昨年５月から常勤医師として頑

張っていただいている現在の常勤医師、条例案に
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よりますと、１階も２階も指定管理ということに

なると、現在の常勤医師が要らなくなるという結

論になるわけであります。現在の常勤医師もご案

内のように、平川病院の副院長という要職の中か

ら地元の出身地の皆さんの声にこたえなければな

らないという思いで万難を排して赴任をしていた

。 、だいているわけであります そういう状況の中で

１年ちょっとで指定管理をしていくという我々の

中ではいろいろ本人とのお話を聞いても、でき得

れば、引き続いて診療所として充実強化を図って

いきたいと、そういう思いを我々には伝えており

ます。こういう中での指定管理でありますから、

一番大切なのは、私は今頑張っていただいている

現場の医師の意向というのを尊重して配慮してい

かなければならないだろうと、このようなことを

強くしているわけであります。そういう中での今

回の条例案の提案の内容からしますと、現地の医

師の思いと条例案の中身の部分については乖離を

していると、このように思わざるを得ない、こう

いうふうなことなわけであります。そういうこと

で、常勤医師との対応がどのような経過の中で今

回の条例案の提案なのか、そしてまた現在の常勤

医師の意向という部分について、今後の処遇をど

のように考えているのか、先ほどの答弁漏れを含

めてお答えを願いたいと思います。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 下北医療センター議会のほ

うにもかかわる部分がございますけれども、お尋

ねのあった部分には誠意を持ってお答えをしたい

。 、と もし議長におかれましてご判断をいただいて

それは下北医療センターの問題であるというふう

な部分がありましたら、ご制止いただければと、

こう思います。

まず、先ほどは答弁漏れが１つございまして、

申しわけございませんでした。公募、これは当初

むつ下北医師会と交渉をいたしました。これのき

っかけは何かと申しますと、やはりむつ下北医師

会の先生方ですと、フェース・ツー・フェースの

関係がこのむつ下北にはあるということ、これが

まず基本でした。そういうことで、むつ下北医師

会の会長さんと協議をさせていただいて、医師会

の組織として、社団法人むつ下北医師会としてお

引き受けできないだろうかというふうな形で進め

させてまいりました。それが不調に終わり、その

後、ではむつ下北医師会に所属する医療法人で公

募をお願いしたいということでございます。仮に

その部分で公募がない場合どうするのかというふ

うなお尋ねでございますけれども、私はあくまで

も今公募のほうに何とか手を挙げていただく医療

法人があるものという想定をしております。もし

それがかなわなければ、今度はさまざまな形の中

で基本にあるフェース・ツー・フェースのドクタ

ーと患者さん、その部分を少し離れてくる懸念が

ある形の公募のあり方もまた一つの視野として入

れていかなければいけないのではないかなと。し

かしながら、それはできるだけ排除したいと。む

つ下北医師会においては、非常にむつ市の、そし

て下北のこの住民の保健、医療について、さまざ

まな部分でご協力いただいております。その部分

で何とかその医師会に所属する法人の方が手を挙

げていただくようにしていただきたいと、こうい

うふうに思っています。今それがなければという

ことは、まだ想定はしておりませんけれども、仮

になければ、また違う形の公募というふうなこと

も考えざるを得ないのではないかなと。

それはなぜかと申しますと、やはり地域の医療

を守るということと、不良債務をここで断ち切ら

なければいけないという２つの大きな要因がござ

います。そういうことで、その指定管理を今目指

しているわけでありまして、この指定管理を目指

すという一つの大きな理由は、大畑診療所在り方

検討委員会というところにこちらからお願いをい
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たしまして、協議をしていただいた、その答申に

ほぼ合致するような、100％とは言いませんけれ

ども、それにかなり近いところでの今の私どもと

してはベストの案であるというふうなことで、今

議案として、その２階の部分をご提案をさせてい

ただいた次第でございます。ご理解をいただけれ

ばなと思います。

そしてまた、現在の常勤配置になっているドク

ターの、その意向は聞いているのか、そしてその

行方は、処遇はどうなのかというふうなことでご

ざいますけれども、これはご本人とも私は再三お

会いいたしました。そして、その意向もお聞きい

たしております。その中での判断であるというふ

うなことでございます。

また、そのドクターのむつ下北に対する、その

医療に対する思い、私は本当にこれは大切である

し、大事にしていきたいという思いでございます

ので、今後指定管理になった暁というふうな段階

では、ゆっくりとまたそのドクターと先生とお話

をさせていただき、その思いがしっかりと果たせ

るような形の中でご意向を十分反映した中で私は

対応していきたいと、こういうふうに思うところ

であります。

以上であります。

〇議長（村中徹也） 15番。

〇15番（目時睦男） 今市長から答弁をいただいた

わけですが、先ほど言いましたように、現在の医

師先生の、ドクターの、私の調査による意向と、

今市長が言った部分との違いがあります。市長自

らも赴いていただいて意向を聞きに来ていただい

たと、このことは聞いております。そういう中で

常勤医師は、この１年間で自分なりにも精いっぱ

いやってきたと、在宅医療も頑張ってきたと。た

だ、そういう中でむつ総合病院からの医師の応援

についても、率直に言って潤沢ではなかったと、

このことが１つにはある中で、通院の患者も外来

患者も若干そういう面から減っているということ

はあるにしても、自分なりには精いっぱいやって

きているし、我々の認識でいいますと、地域の住

民の方々からの評判も大変喜ばしい評判をいただ

いていると私自身感じております。

こういう中で思いをして、そして我がふるさと

に骨を埋めようという思いを強くして来ていただ

いているこの今の医師を、ここを大事にしていか

なければならないだろうと私は思うのです。そう

いう医師の意向を伝えた中で、市長からは、しか

し不良債務が24億円というこの解消に向かうのは

行政のトップとして責務がある、こういうことで

言われたのは事実だと。赤字を解消する部分につ

いては、私は否定はしません。しかし、一方で地

域の医療に渾身を込めて頑張っていただいている

医師という、医師のスタッフの意向という部分に

ついても、これまた大事にしていかなければなら

。 、ないだろうと思うのであります そういう面から

私はこの条例案を上程するに当たって、この条例

、 、案を施行していく状況の中で 現在の常勤医師の

そういう思いを持って来ていただいた常勤医師の

意向というものについては、十二分に私は処遇し

ていかなければ、これにこたえることはできない

だろうという思いを強くしているのです。そうい

う面で、再度市長から、その思いに対しての答弁

をいただきたいと思います。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 私は、この議案が上程され

る前にこういうふうな方向で２階部分を介護、各

議員に配布された後でございます。上程は本会議

でございますけれども、その本会議で正式に上程

される前に現在いるドクターにこういう方向で進

めさせていただきたいというふうなお話も私は誠

意を持ってお話をさせていただいたつもりでござ

います。

そして、この部分についても、これは開設者で
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ある管理者の考えということは尊重しなければい

けないというお話も承りました。そこで、先ほど

目時議員がお尋ねの中で、医師の応援、潤沢でな

かったというふうなお話がございましたけれど

も、これはまさしく医師不足がなせるわざでござ

います。むつ総合病院のほうでしっかりと医師が

100％充足していると、またそれ以上にしっかり

とした体制があると、医師が確保されているとい

うふうなことであれば、その部分においては、も

っともっと潤沢な応援体制ができたかもしれませ

んけれども、むつ総合病院の体制の中で今でき得

る限りのことはやらせていただいたつもりでござ

います。整形のほうの部分でも患者さん百数十人

という非常に多いということも聞いております。

さらに地域医療診療課でしたか、そちらのほうか

らの訪問診療、そういう部分も配置をしておりま

すし、決してないがしろにした形の中で応援体制

をとってきたというふうなことは私は認識してお

りませんし、今まで精いっぱいやってきていると

いうことをご認識をいただきたいと、こう思いま

す。

私も今目時議員お話しのとおり、現在いるドク

ターの意向は十分踏まえて、今後仮に指定管理と

なった場合でも、下北に対する思い、骨を埋める

というふうなお話がございましたけれども、ここ

で育って、ドクターの道を進み、平川、そしてさ

まざまな部分でそういうふうなことで医療を磨

き、そして医療にその思い、地域に対する思いを

私は十分大切にして対応していきたいと、これだ

けはお話をさせていただきたいと。十分に今後誠

意を持ってお話、何回も会ってお話を聞き、ご意

向を聞き、ご意向が反映できるような形をとって

いきたいと、こういうふうに思うところでありま

す。

以上です。

〇議長（村中徹也） これで目時睦男議員の質疑を

終わります。

ほかに質疑ありませんか。６番横垣成年議員。

（６番 横垣成年議員登壇）

〇６番（横垣成年） 大きく言って１点だけお聞き

したいと思います。

今までもこういう介護老人保健施設というふう

になった経過はそれなりに保健福祉部長が先ほど

国のほうからもいろいろ提案があって、あとむつ

総合病院のほうからも提案があったというふうな

ことは聞きましたが、私が聞きたいのは、やはり

この地域住民の意見が十分酌み上げられてきた

か、また住民にきちっとフィードバックして、ま

た酌み上げて、またフィードバックして、そうい

うふうな形でこういう形になったのかどうかとい

うのをお聞きしたいと思います。

先ほど市長が地域診療審議会ですか、何かそこ

ら辺の意見を十分酌み上げたものだとかというふ

うな話があったけれども、再度という観点でフィ

ードバックして、また酌み上げて、またフィード

バックして酌み上げたというふうな形のものがき

ちっとなされてきたのかどうかというのをちょっ

とお聞きしたいと思います。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 平成19年３月26日に一部事

務組合下北医療センター管理者杉山肅様というこ

とで、大畑診療所の在り方検討委員会委員長松本

良一様から答申書をいただいております。

各界各層の方々の代表者の方々10名という形

で、大畑診療所のあり方、この部分の答申がなさ

れております。内容は、このままでは入院はおろ

か、外来診療すら維持できない状況を迎えようと

していると。そういうことから始まり、もし入院

を含めて、本施設の運営を民間に引き受けていた

だくことができれば、医療確保と経営健全化が同

時に達成できることから、本施設の置かれた状況

、 。を考えれば ほぼ理想的とも言える状況であると
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これは何を指しているのかといいますと、県外で

も夕張市立総合病院で４月から指定管理者が決

定、さらに京都府福知山市と合併した旧大江町、

町立大江病院の指定管理者と、こういうことを前

提といたしまして、答申となされているところで

あります。今後指定管理者制度導入等も視野に入

。 、れた運営体制の見直しを検討されたいと ただし

最低限現在の医療体制を維持した施設として活用

されたいというふうな、大まかなこれが答申書の

内容でございます。これに100％とは言えないま

でも、私といたしましては、まずこの部分では本

議会に上程をさせていただきました、その議案第

55号によって、２階の部分がその小規模介護老人

保健施設というふうなことになりますと、一体的

な形で29床を使い、そして10床は入院、下で医療

という形、こういうものが達成されるという思い

を今いたしているところでありますので、よろし

くお願いしたいと思います。

また、先ほど来現在のドクターの処遇について

というふうなことは、誠意を持って私は当たって

いきたいと、こう思います。

以上です。

〇議長（村中徹也） ６番。

〇６番（横垣成年） その点については、そのとお

りだろうと、大畑診療所在り方検討委員会の結果

は。ただ、今市長は多分、大畑地区にも行ってい

るのかわかりませんが、おでかけ市長室というの

をあちこちでやっていると思うのです。そういう

意味で大畑地域では大畑診療所についての意見と

いうのはあったのかどうか。また、大畑地域は何

回ぐらいおでかけ市長室やったものかどうか、や

っぱりそこら辺できちっと住民の意見というのは

それなりになかったのかどうかということと、ち

ょっと今までの答弁で気になるところが、不良債

務とか赤字の脱却というのがまたちらちら出てく

るのでありますが、そのために指定管理というこ

とでありますけれども、私としてはやっぱりでき

るだけ直営というのは追求するべきではないかな

というふうに思います。私も下北医療センター議

会の議員をやってきたので、大畑診療所の経営の

状況はよくわかります。よくわかるというのは、

私は民間の診療所に勤めていたこともあるので、

それと比べればかなり人件費の面で、何でこんな

に人がいるのかなというふうなところとか、かな

り見受けて、それはかなり指摘してきました。例

えば薬剤師が、診療所は必要ないのに２人いると

か、レントゲン技師が２人いるとか、例えば事務

員が、公務員、事務の方が３人いるのに全部診療

報酬の請求事務は……済みません、中身に入って

、 、しまいましたが そういう外部委託しているとか

かなり無駄なところが多くあって、私は指摘して

きたのですが、やっぱりそこら辺をしっかり見直

し、先ほど暖房の設備もそれなりに見直しをすれ

ば、きちっと経費削減もできるというふうなこと

、 、を言っておりましたから その赤字という点では

やっぱりそこら辺できちっと対応できるものでは

ないかなというふうに思うのです。だから、もう

ぽっと指定管理ではなくて、なるべく直営をやっ

ぱり追求するというのが大畑診療所在り方検討委

員会でも住民の声ではないかなというふうに思う

ので、そこら辺の声もなかったかどうか、また赤

字という表現をするので、やっぱりそこら辺の努

力がまず先ではないかなという点でちょっとお聞

きしたいと思います。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） おでかけ市長室等々で市民

の声を聞いたのかと。まず大畑地区では１回行い

ました。各町内会長さん方、また各種団体の長の

方々、代表者の方々とお話をさせていただきまし

た。その際も大畑診療所のあり方についてご意見

を賜りました。医師の配置を何とかできないだろ

うか、病院に戻すことはできないだろうか、こう
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いうふうなお話、具体的にございました。しかし

、 、ながら やはりこの再編計画の中で粛々とこれは

平成15年９月の段階で提示された再編計画をしっ

かりとこれをつくっていく中で、下北医療圏をつ

くり上げ、そして医療を守っていかなければいけ

ないというふうなことでお話をさせていただきま

した。

その部分で、ならばこの案をどういう形でとい

うことかと思いますけれども、実はこの上程され

てから、この大畑診療所在り方検討委員会のお二

人ほどの方と、たまたまの会合の席でお会いいた

しました。そしてまた、そのおでかけ市長室で私

に対しての大畑診療所のあり方についてのご提言

をしていただいた方ともお会いいたしました。そ

の際お話をさせていただきました。そのときに、

、 。こういう形で このスキームでやっていきたいと

、 、そのためには 今むつ市議会に上程していた部分

この部分を何とか議員各位からご理解をしていた

だいて、そしてまた次の段階に指定管理の段階に

入っていきたいというふうなお話をさせていただ

きましたら、それだったら医療も守れるし、そう

いうベッドの有効活用もできるというふうなこと

で、私なりにそのお三方は喜んでいただいたとい

うふうな認識をしておりますし、実際喜んでいた

ようでございます。

そしてまた、直営を追求するべきではないかと

いうことでございますけれども、まさしく気持ち

はそうでありますけれども、医師の配置、そして

また今横垣議員がご指摘のとおり、そういうふう

な部分がやはりあるわけでございますので、その

部分においては民間的な発想、そして指定管理の

中で民間の形の中でやっていくというふうな形、

そして医療も守れるのだと。そして、ここで赤字

不良債務を断ち切ることができるのだというふう

な状況を今皆様方にご審議をいただいて、最終的

なベストの形であると、私はこういうふうな思い

で今上程をさせていただいてご審議をいただいて

いるということでご理解をいただければなと思い

ます。

〇議長（村中徹也） ６番。

〇６番（横垣成年） 市長のほうでもなるべく直営

を追求するのがベストだという表現がありました

ので、ぜひその点で取り組んでいただければなと

いうふうに思います。

その点について、では再度お聞きしたいのです

が、私はこういうふうに、ばっと指定管理します

よということで出すのではなくて、やっぱり直営

で努力をするという形での提案がまず先にあるべ

きではないかなということをお聞きしたいと思い

ます。最初もう大畑地区の住民はきちっと病院診

、 。療所 確かな診療所としてずっと残ってほしいと

指定管理になれば、例えば赤字になってしまえば

もうたたむということになってしまうわけでしょ

う。そういうものになるのです、当然赤字で続け

る民間の方はいませんから。だから不安だと思い

、 、 。 、ます 住民にとっては いつ閉鎖するか これは

市から手が離れるから、指定管理の方が引き揚げ

る、ではもうしようがない。住民の意見がまた全

然組み入れられなくなってしまいますから。だか

ら、そういう形でなるべく直営というのを追求す

るというのが先ではないかなということを再度市

長のほうにお聞きしたいと思います。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 直営を目指した結果がこう

いうふうな形の中で累積赤字、不良債務がふえて

いるということのご認識を持っていただく、それ

は先ほど横垣議員がご指摘のとおりでございま

す。そういう部分があるわけでございますので、

何としても医療を守り、そして不良債務をここで

断ち切らなければ、現実にむつ総合病院が不良債

務がもうあと12億円ちょっとになりました。とこ

ろが、なかなか医療機器の更新なんかもできない
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状況にあるのです。それはなぜかというと、下北

医療センター全体の中で債務が膨れ上がってきて

いると。むつ総合病院は下がってきているのだけ

れども、周りで膨れ上がっているために起債の制

限がかけられていると。そういう部分で、中核病

院であるむつ総合病院もしっかりと守らなければ

いけない、医療も守らなければいけない、そして

不良債務もここでしっかりと断ち切って、そして

この診療所の再建、下北医療センターの再建に立

ち向かっていかなければいけないと、そのための

２階のこの部分でございますので、ご理解をいた

だきたいと、こう思います。

〇議長（村中徹也） これで横垣成年議員の質疑を

終わります。

ほかに質疑ありませんか。２番澤藤一雄議員。

（２番 澤藤一雄議員登壇）

〇２番（澤藤一雄） この件には、先般10日の全員

協議会でも質疑をさせていただきました。建物及

、 、び組織機構といいますか こうしたものについて

非常に大きな改編を伴う今回の条例案でございま

すので、議長におかれましては、下北医療センタ

ーに及ぶ内容もあろうかと思いますが、お許しを

いただいて、市長には可能な限りのご答弁をお願

い申し上げます。

10日の私の質疑に対しまして、いわゆる大畑診

療所在り方検討委員会で協議した結果に基づいて

今回の条例案を提案したというようなことでござ

いまして、改めて地域住民の意見を聞く機会は設

けないというふうなご答弁でした。そしてまた、

２階部分の一部を介護施設にする、そして現在の

常勤医師の理解は得られていると、大体こういう

内容の答弁でございました。そしてまた、指定管

理の相手方はむつ下北医師会のメンバーの医療法

人というふうな内容でございました。きょうもい

ろいろ議論になってございますが、この３年余り

大畑地区の人たちは、直営で病院に戻すというよ

うな願いがずっとあったわけで、それが困難なこ

とで、今市長が言われたように、大畑診療所在り

方検討委員会の100％に近い案だというふうなこ

とでございます。

そこで、この医療のレベルは現在の診療所との

比較の中でどういうことになるのか。例えば診療

、 、科は何科になるのか あるいは常勤医師が何人で

派遣医師が何人、指定管理になった場合、そうい

うことを想定しているのか。

そしてまた、指定管理者が運営するうえで不足

な部分については下北医療センターからの派遣と

いうことも踏まえているのか。

それから、恐らく赤字解消が眼目だろうと、こ

う思うのですが、例えば指定管理に移行した場合

に、いわゆる単年度赤字がどの程度圧縮されるの

か。そして、指定管理者がなかった場合、あるい

はその途中で撤退された場合、その後再度直営と

いうのも考えられるのか。そして、現在のドクタ

ーのこの医師のことについて、先ほど来いろいろ

議論されておりますけれども、市長はこれからも

誠意を持って対応していくというようなお答えで

、 、ございましたが 今議案が議会にかかった段階で

完全にまだこの医師の、ドクターの理解が得られ

ていないとすれば、今後のセンターの医師確保に

ついて影響がないのか、この辺についてお尋ねを

いたします。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 澤藤議員にお答えいたしま

す。

医療のレベルというふうなことでございますけ

れども、最低現行のレベルは守ります。今現在む

つ総合病院のほうから整形のドクターが週１回と

いうことで、たしか１日140人かそのくらいの患

者さんがあるということでございますので、仮に

指定管理を受ける医療法人が整形をやらないとい

うことでも、むつ総合病院のほうからの派遣とい
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うことは考えるべきであると、こういうふうに思

います。この具体的な診療科ということは、基本

的に内科等になろうと思います。

医師派遣については、当然今の医療を守るとい

うことでございますので、医療水準を守るという

ことでございますので、むつ総合病院からの訪問

診療、そういう部分だとか、さまざまな部分での

協力体制はしっかりとっていかなければいけない

と、こう思います。

指定管理料、これは単年度赤字というふうなこ

と、どうなっていくのかというふうなことでござ

いますけれども、指定管理者、指定管理を受けた

医療法人の中で、その収入の中でやっていただく

というふうなことでございますので、特別のこと

がない限りむつ市のほうでの補てんということ

は、甲乙協議の中でということになりますけれど

も、例えば改修の部分だとか医療機器の部分、そ

ういうふうなもので、必要がある部分はそれなり

の対応をしなければいけないと思いますけれど

も、これは今後議会の部分が決まり、そして下北

医療センターの協議の中で明らかにしていくべき

ものだと、こういうふう思います。再度直営とい

うことは考えられないと思います。

この３年間の中で医療の公立病院改革プランと

いうものが今策定が求められております。基本的

に各施設は３年以内に経常黒字にすることが求め

られているということでございます。そういうか

なり厳しいハードルがございます。その中でもや

っぱりしっかりと果たしていかなければいけない

し、その後のことはやはり指定管理を受けた医療

法人との中でしっかりと協定を結び、そして安定

した形の中で医療を守っていただくと、これに努

めていくのが私の立場であると、こういうふうに

認識しております。

以上です。

〇議長（村中徹也） ２番。

〇２番（澤藤一雄） １つ答弁漏れありますね。今

の現在のドクターの医師の現段階での市長の答弁

ですけれども、今後も誠意を持って協議あるいは

理解を求めていくというふうなニュアンスの答弁

がずっと続いておりますけれども、そうではなく

て、議案が出た今、まだそういう状況なのかとい

うような、この点でございます。

そして、今後指定管理の協定を結ぶ際に、その

必要な機器については今後もその医療法人と協議

していくのだというような答弁でございましたけ

れども、これは現在ある医療機器で足りないのだ

と。例えばＣＴスキャンあるけれども、ＭＲＩ欲

しいのだというふうになった場合に、そういう交

渉になるのか。いわゆる機器の整備というのは何

なのかお尋ねします。

、 、そしてまた 恐らく厚生労働省の圧力があって

赤字解消計画のうえで再度直営はもうないのだと

いうようなご答弁でございました。恐らくそれ以

上の答弁返ってこないと思いますけれども、非常

に指定管理制度を導入することについて、地元の

人たちは心配だろうと、こう思います。この２点

について。

先ほど不足であれば、センターのほうから医師

の派遣もあるのだというようなご答弁でございま

した。では、機器の部分と医師の意思のあたりの

答弁をお願いします。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） まず、現在のドクターの今

後のことというふうなことでございますけれど

も、ドクターとは先ほど答弁を申し上げましたよ

うに、開設者である管理者の意向をはかると、理

解をしていただいたというふうに私も認識してお

りますし、そのときのしっかりした会話の内容も

私把握しております。ただし、それはドクターか

らのお話でございますし、私もやはりそうあるべ

きだと思いますけれども、指定管理の段階でしっ
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かりとこれは考えていかなければいけないと。そ

れが決した段階でなければ、やはり最優先される

ものはこの場所での２階の部分の御議決でござい

ますし、また下北医療センター議会というふうな

ことで提案をさせていただいて、それを審議を受

け、そして議決をいただいた後ということになり

ますので、この段階で拙速主義のもとで、この後

どうなっていくということはなかなかお話はご本

人とすることもできませんし、しっかりと私は議

、 、会に対しての説明を果たし 御議決をいただいて

その後誠意をもって当たっていくと、交渉を、お

話を進めさせていただくというふうな基本精神で

ございます。

それから、機器の整備ということでございます

けれども、これは公募要件等々にうたわれて、そ

してその相手方との協議の中になりますけれど

も、今現在大畑診療所にしてもＣＴとか、そうい

うふうなものがあるかなしかも、ちょっと私は今

。 、 、承知しておりません しかしながら 大型の器械

そういうものについては、むつ総合病院の中で対

応ができるのではないかと、こういう思いを今い

たしているところでありますので、その意味から

して、大畑診療所の診療所としての機能、それを

充実させていくというふうなことでご理解をいた

だけるものと思います。

以上です。

〇議長（村中徹也） 保健福祉部長。

〇保健福祉部長（吉田市夫） ただいまの市長答弁

に補足させていただきます。

医療機器に関しましては、保健所を訪ねて指導

を仰いでまいりましたところ、老健施設と医療施

設は別のものと考えていただきたいと。でありま

すから、大畑診療所には老健施設がございません

ので、その分の設備、備品等については整備しな

ければならないものと、いわゆる経費の負担を考

えていかなければならないものと考えておりま

す。これについては、むつリハビリテーション病

院に委託しているものと同様な扱いで対応してま

いりたいと思っております。

以上です。

〇議長（村中徹也） これで澤藤一雄議員の質疑を

終わります。

ほかに質疑ありませんか。12番川端一義議員。

（12番 川端一義議員登壇）

〇12番（川端一義） 二、三お尋ねさせていただき

ます。

まず、保健福祉部長にお尋ねしますが、これま

での答弁で、きちんと明らかに理解できない部分

がありました。医療法人に委託をする、その理由

について、いわゆる福祉部門と医療部門を一緒に

委託したいという、この理由についてきちんと明

らかに理解できない範囲でないかなと思いますの

で、詳しくひとつお知らせをいただきたい。願わ

くば地元の者としては、地域の者としては、福祉

部門は福祉部門で指定管理募集してほしい、公募

してほしい。医療体制は少なくとも現状維持の体

制をつくってほしい、こういう願いであります。

、 、だけれども これまでの議論を聞いておりますと

一括して、言うなれば公募しないとというニュア

ンスが根本があるようであります。この辺をまず

詳しくお尋ねをいたします。

若干これまでの議論に触れさせていただきます

が、非常に残念であります。宮下市長就任以前に

既に大畑病院が診療所になり、診療所が先ほど宮

下市長から答弁ありましたように、大畑診療所在

り方検討委員会等で残念ながら地域の者がそうい

う答申を出しております。言うなれば、医療問題

について、病院問題について、この維持ができな

いとか、今後についても難しいとかという言葉ま

で使って答申をしているのであります。果たして

その10人の方々が、松本委員長を中心とする10人

の方々が医療問題について、行政問題についてど
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れほどの詳しい立場におありであったでありまし

ょうか。私考えるには、一般の地域市民でありま

す。ある意味では、専門分野は違った分野であろ

うと思うのです。その方々がなぜ前途を決めつけ

て、大畑病院では成り立ちません、診療所では成

り立ちません、将来は指定管理者でようございま

すという答申を出しているのです。地域の私とし

ては残念であり、情けなくもあり、したがってこ

の点について地域の私としては市長を、もしくは

病院管理者を、もしくはそれに携わる市当局の皆

さんをしかるわけにはいきません。なぜならば、

地域の者だからであります。非常に残念でありま

すが、そういう答申が既に出て、そういう方向で

動いているという情けないことは前提であります

が、方向性を受け入れざるを得ない。

ただ、救われますことは、宮下市長の先ほどの

答弁であります。少なくとも今の医療水準を保ち

たい、願わくばぜひレベルを保ちたい、こういう

答弁でございました。訪問看護にしろ、言うなれ

ばむつ総合病院からの支援にしろ、ひとつそうい

う現在の医療レベルを下げない努力をくれぐれも

ぜひお願いをしたいと思いますが、まず第１にお

願いを申し上げましたように、29床の介護ベッド

でなければならない、一緒でなければならないそ

の発注の意味をお知らせをいただきたい。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 川端一義議員の２つのお尋

、 。ね ２つ目はご意見承ったというふうに思います

しっかりと現在の医療水準を守り、そしてむつ総

合病院の応援体制、これをしっかりと私はとって

いって、その形に進んでいきたいなと、こう思い

ますので、ご理解をいただきたい、ご協力もまた

いただきたいと、こう思います。

その１点目のこの医療と介護という部分のこと

についてお話をさせていただきますけれども、ま

ず下北医療センターのほうでは、病院、診療所の

医療の管理運営ということで下北医療センターの

規約がございまして、その部分において、まず２

階の部分、これは下北医療センターの建物でござ

います。そして、議決をいただいた後にむつ市に

行政財産の貸し付けを行い、そしてむつ市から指

。 、定管理者へという流れになっていきます そして

１階と２階を、これを分けてというお話がござい

ましたけれども、一体管理としたこの理由は、介

護老人保健施設は基本的に医師配置が必要であり

ますが、診療所に併設する介護老人保健施設の場

合、特例により当該診療所医師が介護老人保健施

設の医師を兼務できるということでございますの

で、医師がいなければ介護老人保健施設は運営で

きないことから、この特例措置の意味というふう

なことは極めて大きく、この部分において私ども

はその考え方をとった次第でございます。

、 。担当部長から より詳しくご説明申し上げます

〇議長（村中徹也） 保健福祉部長。

〇保健福祉部長（吉田市夫） 川端一義議員のお尋

ねにお答えいたしたいと思います。

今市長がお話しされたとおり、診療所から老健

、 、に移した場合の医師の不必要 これは29床に限り

小規模介護老人保健事業に限り29床までだと、

30床を超えてしまうと、医師を配置しなければな

らないという、これが厚生労働省のうまい話でご

ざいまして、私どもそれを利用するに至ったわけ

でございますけれども、診療所が29床以下の老健

施設をつくった場合には医師も要りませんよ、先

ほど説明したように、看護師も栄養士も理学療法

士も要りませんと。ただし、施設に入所している

方が不満がないようにしなければならない。不満

があるようであれば人的配置をしなさいよという

お話なわけでございます。

なぜ福祉と医療と別々に発注しないのかと、医

療法人に全部任せてしまうのかと。それがさっき

の話に戻るわけでございまして、新たに福祉に発



- 83 -

注いたしますと、医師がいなければならない。診

療所がそのまま老健を経営する場合については、

その医師がつくわけでございますので、新たにつ

くった老健には医師の配置が必要ないということ

なわけでございます。

そういうことを我々考えまして29床。そういっ

たときに、医師会のいろいろな方とお話をしてい

る中に、病院やって看護師がいて、診療所をやっ

て看護師がいて、29床でやっていても看護師の増

員、事務員の増員、専門職の張りつけが必要ない

というのであれば、では少しでも人数をふやして

病院やったほうが、これはもうかるのではないか

というふうな話から医師の方々、いろんな方々と

お話ししている中で、入院病床を10床設けても

29床と合わせて経営していく。人的コストがそん

なにかからないのではないかということから、こ

の10床をプラスした中で委託しても、医師会の中

ではやる法人が出てくるのではないかというアイ

デアをいただきましたので、そういうことから

10床ということ。

、 、それともう一つ 医療と福祉を分けてしまうと

医師が２人の配置にならなければならないという

ことでなったわけでございます。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） 12番。

〇12番（川端一義） 今後の運営についての採算ベ

ースをという、そのための体制をということの意

味では、一つの案として十分理解できます。その

案を選ぶ方向もあるでしょう。

ひとつそのうえで聞きたいのでありますが、先

ほど言いましたように、老健施設であれば医師の

配置が必要でしょうし、例えば既設の福祉法人が

ございます。いろんな団体がございます。こうい

った方々が介護老人保健施設ではなくて、言うな

れば特別養護老人ホーム等々の許可を得る今日条

件にないのかどうか。例えばいろんな福祉法人あ

りますが、大畑地区であれば、例えば三恵会さん

ありますが、こうした延寿園を経営している三恵

会さんが、例えばプラスして老人ホームを増設の

意味、言葉はちょっとわかりませんが、離れてい

てもという意味ですが、そういうことで経営でき

る現在のこの法的環境にあるかないか、その辺情

報を得ていましたら、ひとつお聞かせいただきま

す。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 川端一義議員にお答えいた

します。

基本的には、医療を診療所でやっていくという

ふうな部分でございます。私は、医師会との交渉

の中では、２階から１階ではなくて、あくまでも

基本は地区の地域の住民の方々の医療を守りたい

、 。と それからまずスタートしたわけでございます

その意味からして、まず基本的に１階を指定管理

していただき、そしてその中で今ほど部長が答弁

をいたしましたように、29床であれば、その小規

模介護老人保健施設ができる。その中で今度は、

採算ベースという話をいたしましたけれども、決

して採算ベースだけではなくて、この医療を守る

というふうな基本線の中で２階部分で10床の入院

ベッドも確保できるというふうなことでございま

すので、若干イメージが違う答弁になったかと思

いますけれども、その部分でまずご理解をいただ

ければなと、こう思います。

その余につきましては、担当からお答えいたし

ます。

〇議長（村中徹也） 保健福祉部長。

〇保健福祉部長（吉田市夫） いわゆる特養施設、

それから老健施設、特養施設については、医師を

委託して、それぞれ自分たちの施設の中にお医者

さんを委託して施設内の医療を保っております。

老健施設については、はまなす苑であればお医

者さんもおりますし、それからシルバーケアセン
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ターについても先生がいらっしゃいます。そうい

うふうな形で先生が中に入って、入所されている

方を診ております。

以上です。

〇議長（村中徹也） 12番。

〇12番（川端一義） その意味はわかるのですが、

お尋ねしたのは、今委託しようとしている、これ

を分離した場合、上なら上の福祉施設を、想定す

る施設を分離して発注できないか。例えば老健施

設、介護施設であればそういうふうになります。

診療所でないとだめだということになります。福

祉法人がその分野を受ける、言うなれば介護施設

ではなくてホームとして、その受ける条件下にあ

るとすれば、その道もあるのではないか。診療所

を受託しようとする立場の人のことを考えて、言

うなれば採算ベースに合わせようとする、これは

これで、そうでないと市で持ち出しがあるわけで

すから、その点で考えるのも、これは無理からぬ

ことであります。それが一案だということは私も

よくわかります。必要であれば、その案を進める

しかないだろうとも思います。

ただ、もう一つの方法があるとすれば、こうい

う場合はどうかという意味で、そういう環境下に

ないか。つまり増設、増床、離れた場合でも。そ

の老人福祉施設に対する、老人ホームに対する増

床、増設等の許可の状況下に法的なり厚生労働省

等の環境なりがあるかないかというのをお尋ねい

たします。

〇議長（村中徹也） 保健福祉部長。

〇保健福祉部長（吉田市夫） 今のお尋ね、先ほど

は大変失礼しました。

新しい福祉施設を増床でつくった場合、今の

29床を診療所と一緒に合わせた場合の大体の収入

を29人の入所者で積算したところ、9,600万円の

収入があると。29床であれば、お医者さんを配置

して、職員を配置して理学療法士、作業療法士、

栄養士を採用すると赤字になってしまいます。そ

れがいわゆる厚生労働省のうまい話で、診療所を

経営する者は、老健をやっても経営は十分、そう

いう人的配置がダブっても大丈夫だからいいです

よと。新たに増床した場合は、今の厚生労働省の

基準から外れてしまいます。新たに老健施設をつ

くりますよというのは、今の厚生労働省では診療

所が老健施設をつくる場合はこういう状況でいい

ですよと。ただ、改めて大畑診療所の中の60ある

ベッドを増床して老健施設をつくった場合には、

今の厚生労働省の基準からは外れます。医者を配

置して、職員を配置して、普通の老健施設として

対応していかなければならないということになり

ますので、ご理解賜りたいと思います。

（ 議長、ちょっと質問の趣旨と「

全然かけ離れているので、も

う一回お許しいただけません

か」の声あり）

〇議長（村中徹也） 許可いたします。12番。

〇12番（川端一義） ありがとうございます。

例えば福祉法人三恵会さんが延寿園という特別

養護老人ホームを経営しています。こういった団

。 、体が市内に何カ所かあります こういった方々が

今それぞれの何床のベッドを抱えておりますが、

こういった方々がその大畑診療所の２階なら２階

を30であれ40であれ受けたいとすれば、そういう

環境に法的にも全然そういう環境にないのかと。

、 、あるのであれば むしろ分離発注していただいて

大いに地域の者なり、意欲のある人がそういう施

設を、増床という言葉を使っていいのかどうかわ

かりませんが、今あるのにプラスしてできる厚生

、 。労働省なりの環境にあるのかないのか この辺を

〇議長（村中徹也） 保健福祉部長。

〇保健福祉部長（吉田市夫） 先ほどから説明して

おりますように、診療所が経営している場合には

厚生労働省の許可はいいですよ、延寿園さんとか
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そういう施設が中に60床やりますよという場合に

ついては、そういう厚生労働省の基準の中には合

っていないと、できないということです。お医者

さんと、それからもう一つ、いわゆる計画的な診

療所入所者の数を制限していかなければなりませ

んので、そういう中において、今の小規模の29床

に限りは許可をいたしますけれども、他の施設が

それを利用してやるということについては、改め

て市から承諾書をもらって県に協議して国でやら

なければならないということでございます。どう

も失礼しました。

〇議長（村中徹也） これで川端一義議員の質疑を

終わります。

ほかに質疑ありませんか。18番山本留義議員。

（18番 山本留義議員登壇）

〇18番（山本留義） 三恵会の利益のためにお尋ね

するわけではありませんので、ご理解をいただき

たいと思います。

先ほど市長から大畑診療所のほうに指定管理す

るのだけれども、整形ほか医師の派遣があると伺

いました。指定管理してそういうことができるの

かどうか、私も勉強不足で、それは市長のお答え

を聞きたいのですけれども。

、 、もう一つ 大畑診療所がここに至っているのは

19床の入院病床を設置するためには医者が３人い

なければできないということを杉山前市長が話し

。 、 、ていました しかしながら 今計画しているのは

29床の老健施設をつくりながら、10床の入院病棟

を置くと。私は医師を何人置くのかわからないけ

れども、実質的に医師が１人だとすれば、果たし

てそれができるのかなと。19床で３人いなければ

ならない、10床で１人でいいのか。すごく私その

辺では疑問を抱くものでございまして、その辺の

医師の配置を含めた答弁をお願いいたします。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 山本議員にお答えいたしま

す。

ドクターの派遣はできるのかと、指定管理にな

った場合というふうなことでありますけれども、

これは当然できると。これは、当然また費用の分

担、そういう部分については下北医療センターと

相手側甲乙協議の中で費用負担の割合というふう

なことを協議をしつつやっていくと。ですから、

先ほど来お話をしておりますように、整形の非常

に需要が多うございますので、その部分の配置だ

とか訪問看護、そういうふうな部分でのバックア

ップ体制はとれると、とっていくということでご

ざいます。

指定管理を受けた場合のドクターは不足でない

のかというふうなことでございますけれども、そ

れは指定管理を受ける公募の段階でそれらについ

ては当然協議をして、できるという形の中で公募

に手を挙げ、その中で選定されるわけでございま

すので、その部分も当然視野に入れた中での公募

ということになります。

以上です。

〇議長（村中徹也） 18番。

〇18番（山本留義） 私は、大畑診療所が今キーに

なっているのは、１番が医師の充足の問題、２番

目には赤字を出し続けるのが今のむつ市にあって

は困るという形で、ただそういう経営をすれば、

果たして市長が思っているような赤字回避につな

がるのか私は疑念を持つものなのであります。と

いうのは、指定管理して内科医が行くのかわから

ないけれども、１人で行くのであれば、それなり

のことは考えられるのだけれども、これからそこ

の今までの医療を守るということからいけば、果

たしてむつ総合病院から派遣するのかどうかはわ

、 、からないけれども その辺の経費を考えたときに

市長の思いのその赤字が解消できるのかどうか疑

念でありまして、そこら辺もし考えがありました

ら答弁お願いします。
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〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 指定管理料のまずあり方が

やっぱり一番基本になると思います。指定管理料

は、今ずっとこれまでお話をさせていただきまし

たように、大畑診療所に新たな不良債務を発生さ

、 。せたくないというふうな思い これが第二義です

、 。第一義には 医療を守るということでございます

例えば夕張市の診療所及び介護老人保健施設の指

、 、定管理料ありますけれども それと同様に人件費

建物維持管理費などの指定管理に要する費用はす

べて利用料金、つまりその診療所で得た収入の中

で賄っていくというふうな契約になります。です

から、今後むつ市のほうから赤字の補てんという

ものは現在のところ想定はしておりません。

また、先ほど来ちょっとお話ししましたけれど

も、医療機器の部分、また改修の部分、そういう

ふうな部分ではやはり配慮をしなければいけない

だろうと、こんな思いで提案し、公募、そして契

約に至りたいと、こう思っております。

以上です。

〇議長（村中徹也） 18番。

〇18番（山本留義） 本当にそういう意味での赤字

が出なければいいなと、私もそう思います。本当

に大畑地区の今までの医療を守りながら赤字を解

消できればいいなと思うのですけれども、今医師

が１人むつ総合病院から整形の応援に行っている

と。今先生が１人でも１億数千万円の赤字が出て

いるとされているのですけれども、果たしてそれ

を入院病棟を置きながら１人でできるとすればい

いけれども、そういう意味で医師が何人も必要で

あれば、今まで、今の医師がどういう形の中で経

営して赤字を出して、指定管理した医師がどうい

う計算をして赤字を出さないか、私不思議なので

す。その辺は問いませんけれども、とにかく大畑

地区の医療をきちんと守りながら、大畑地区住民

の要望にこたえながら、そういう考えでやってほ

しいなと要望して終わります。

〇議長（村中徹也） これで山本留義議員の質疑を

終わります。

ほかに質疑ありませんか。３番新谷泰造議員。

（３番 新谷泰造議員登壇）

〇３番（新谷泰造） まず第１点として、６条につ

いてお聞きいたしますけれども、６条で「施設の

管理は、法人その他の団体であって市長が指定す

」 。 、るものに行わせる とあります この規定ですと

この条例が通りますと、市長にフリーハンドが与

えられますけれども、もしこれにただし書きとし

て議会の監視権をつけるために、議会の出席議員

の過半数の同意を必要とするとした場合に、市長

の業務にどのような不都合が生ずるのかをお聞き

したい。

第２点といたしましては、今までの話を聞いて

いますと、最悪のシナリオが頭に浮かぶのですけ

れども、それを覚悟のうえかということをお聞き

したいと思います。

、 、まず この指定管理者制度の条例が通りますと

今勤務している医師がやめる。ところが、指定管

理者制度はうまく始まる。ところが、指定管理者

制度の経営がうまくいかなくて、そこで指定管理

者制度が終わる。そうすると、医療はどうなるの

かということがありますけれども、その最悪のシ

ナリオを覚悟のうえの条例案の提案かということ

をお聞きいたします。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） ６条につきましては、これ

がまず条例として御議決いただきました後に指定

管理、具体的な形で、例えばＡ医療法人というこ

とになりますと、またこちらのほうでの議決にな

りますので、この部分は議会での監視権は十分発

揮されると、こういうふうに思います。

また、最悪のシナリオというふうなことで、そ

れは新谷泰造議員が最悪のシナリオを考えており
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ますけれども、私は決してそういうことにならな

いように今懸命に努力をしているところでありま

す。最悪のシナリオは、私は考えておりません。

最良のシナリオで、今ベストの対応であるという

ふうに上程をさせていただいた次第でございま

す。

以上です。

〇議長（村中徹也） ３番。

〇３番（新谷泰造） 市長の努力によってうまくい

、 、けば 大畑の市民の方も我々も喜ばしいのですが

もし最悪のシナリオになった場合の対策はどのよ

うなものか、お聞きしたいと思います。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 今ベストの、私なりに、ま

た部局、また下北医療センター、その中で考えら

れ得るベストの部分、この部分を今上程させてい

ただいておりまして、最悪のシナリオは考えてお

りません。ベストに向かって突き進むだけでござ

います。

以上です。

〇議長（村中徹也） これで新谷泰造議員の質疑を

終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で議案第55号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第55号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

教育民生常任委員会に付託いたします。

ここで午後３時35分まで暫時休憩いたします。

午後 ３時２３分 休憩

午後 ３時３５分 再開

〇議長（村中徹也） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◎会議時間の延長

〇議長（村中徹也） 本日の会議時間は、議事の都

合により、あらかじめこれを延長いたします。

◇議案第５６号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第３ 議案第56号

むつ市育英基金条例の一部を改正する条例を議題

といたします。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で議案第56号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第56号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

教育民生常任委員会に付託いたします。

◇議案第５７号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第４ 議案第57号

むつ市税条例の一部を改正する条例を議題といた

します。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で議案第57号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第57号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

総務常任委員会に付託いたします。

◇議案第５８号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第５ 議案第58号

むつ市ひとり親家庭等医療費給付条例及びむつ市

重度心身障害者医療費支給条例の一部を改正する

条例を議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「
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〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で議案第58号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第58号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

教育民生常任委員会に付託いたします。

◇議案第５９号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第６ 議案第59号

むつ市地域生活支援事業利用料の特例に関する条

例の一部を改正する条例を議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

６番横垣成年議員。

（６番 横垣成年議員登壇）

〇６番（横垣成年） ２点ほどお願いいたします。

、 、これは 軽減というふうな文言があるのですが

なぜこういうふうな軽減ということになったのか

と、次が平成19年度でよろしいので、この地域生

活支援事業の利用者は何人ぐらいいて、利用料の

総額はどのくらいだったのか。そして、今回のこ

の条例が通ることによって軽減額が大体総額どの

くらいになるのかをお知らせ願いたいと思いま

す。

〇議長（村中徹也） 保健福祉部長。

〇保健福祉部長（吉田市夫） 横垣議員のお尋ねに

お答えいたします。

本来むつ市地域生活支援事業利用料条例という

ものがございまして、その特例といたしまして、

所得で基準を分けてございます。この中で障害者

一般で所得割額が28万円以上あった方については

16万円までの所得割額の方を下げております。こ

れが月額利用料３万7,200円になっているもの。

それから、もう一つが9,300円を上限にしていた

ものが4,600円まで下げました。それと、6,150円

。を上限にしていたものが3,000円になりましたと

3,750円を利用料の上限としていたものを1,500円

に下げたと、これが４段階で国の施策のもとに額

を下げたものがこの要旨でございます。

この総額が幾らになったのかというふうなこと

については、ちょっと資料を持ち合わせておりま

せんので、後ほど議員にご説明いたしたいと思い

ます。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） これで横垣成年議員の質疑を

終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で議案第59号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第59号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

教育民生常任委員会に付託いたします。

◇議案第６０号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第７ 議案第60号

むつ市乳幼児医療費給付条例の一部を改正する条

例を議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で議案第60号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第60号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

教育民生常任委員会に付託いたします。

◇議案第６１号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第８ 議案第61号

むつ市国民保護協議会条例の一部を改正する条例

を議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で議案第61号の質疑を終わります。
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ただいま議題となっております議案第61号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

総務常任委員会に付託いたします。

◇議案第６２号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第９ 議案第62号

訴えの提起についてを議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

６番横垣成年議員。

（６番 横垣成年議員登壇）

〇６番（横垣成年） ４点ほどお願いします。

これは、市営住宅の明け渡しということの訴え

でありますが、この訴えを起こして、解決はいつ

ごろと考えられるものでしょうか。

そしてまた、結局解決するまでは新たに入居と

いうのはできないということなのでしょうか。

また、ここの市営住宅へ希望する入居希望者は

何人いるのでしょうか。

もう一点ですが、家財を移すことができないと

いう訴えでありますが、市の保有する施設に一た

んこの家財を移して、例えば入居希望者がいるの

であれば入れてやるというふうな対応はできない

ものかどうか。

以上、お願いします。

〇議長（村中徹也） 建設部長。

〇建設部長（太田信輝） ４点のお尋ねでございま

す。

まず１点目の訴えを起こして解決までの期間で

ございます。これは、本議会で議決をいただきま

すれば、その後順調に進みましても最低６カ月ぐ

らいはかかるでしょうということでございます。

２点目の解決するまでに新たな入居はできない

かということでございますが、これにつきまして

は、市が管理する住宅でありますけれども、あく

までも中にあるものは個人の財産でございます。

これを市の職員が勝手に手をつけるわけにはまい

りませんので、新たな入居はできないということ

になります。

３点目の入居希望者でございますが、本年度５

月に１件公募をいたしております。１軒の空き家

がありまして、公募いたしましたけれども、そこ

に入居希望された方はお一人でございました。現

在そこに入居されております。

４点目の別の場所に家財を移して対応できなか

。 、 、ったかと これは 私どもも考えましたけれども

やはり先ほどのお答えのとおり、人の財産には手

をつけられないということで訴えの提起となった

ものでございます。

〇議長（村中徹也） ６番。

（ ） 。〇６番 横垣成年 再度確認させていただきます

ということは、今のところここの住宅に入居を

希望している方はいないということでよろしいで

しょうか。

〇議長（村中徹也） 建設部長。

〇建設部長（太田信輝） まだこの住宅があいてお

りませんので、公募できないわけなのです。あけ

ば公募して、そのときに複数あれば抽せんという

形になって入居が決まるということでございます

ので、ご理解願いたいと思います。

〇議長（村中徹也） これで横垣成年議員の質疑を

終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で議案第62号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第62号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

建設常任委員会に付託いたします。

◇議案第６３号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第10 議案第63号

訴えの提起についてを議題といたします。
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これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で議案第63号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第63号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

建設常任委員会に付託いたします。

◇議案第６４号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第11 議案第64号

青森県市町村職員退職手当組合を組織する地方公

共団体数の減少及び青森県市町村職員退職手当組

合規約の変更についてを議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で議案第64号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第64号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

総務常任委員会に付託いたします。

◇議案第６５号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第12 議案第65号

青森県市町村総合事務組合を組織する地方公共団

体数の減少及び青森県市町村総合事務組合規約の

変更についてを議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で議案第65号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第65号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

総務常任委員会に付託いたします。

◇議案第６６号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第13 議案第66号

平成20年度むつ市一般会計補正予算を議題といた

します。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

25番斉藤孝昭議員。

（25番 斉藤孝昭議員登壇）

〇25番（斉藤孝昭） 何点か質疑いたします。

まず、民生費のところですが、水質検査用のＢ

ＯＤ測定器を更新するための経費を計上するとい

うことになっております。備品については当初予

算で要望して予算をつけるべきだと思いますが、

この時期になぜ追加予算で提案してきたのか、理

由をお知らせください。

あわせて民生費になりますが、海の子保育園の

延長保育に対する補助ということであります。こ

れもまたなぜこの時期に延長保育の実施のために

補助をするのか。この補正が通ると、いつから延

長保育が実施されるのか。来年度は、この海の子

保育園に対する延長保育がどういうふうになるの

かお知らせください。

あとは、来週になりますが、ボートの平成20年

度、東北大会がありますが、これに対する補助と

いうことで、議案の審査の最終日が27日になりま

すので、ボート大会は既に終わっていると思いま

すが、なぜこの時期に補正をして……

（ きょう」の声あり）「

（ ） 、 。〇25番 斉藤孝昭 失礼しました きょうですね

きょう可決すると今週の土、日に間に合うという

ことではありますが、スポーツ大会を実施するに

当たっての年度計画というのがあると思います。

いきなりここで補正ということで20万円追加提案

する理由をお知らせください。

また、スポーツの大会で補助金を出す場合の基

準がありましたら、それもあわせてお知らせくだ

さい。

最後になりますが、下北自然の家の管理運営費

についてでありますけれども、これも当初予算で
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いけば、この490万円は管理費の中に含まれて提

案されるものだと思っておりましたが、今回の提

案は御飯を食べたりしたものの収入を管理委託の

金額に増額補正するというものであります。何で

こういうふうなやり方をしたのか、理由をお知ら

せください。

〇議長（村中徹也） 民生部長。

〇民生部長（佐藤吉男） 斉藤議員のお尋ねにお答

えいたします。

まず第１点目のＢＯＤ測定器についてでござい

ます。４月16日と17日に河川から採水し、５日後

の４月22日と４月23日に水質の測定結果が出てお

りますが、このＢＯＤ測定機械が４月30日に使用

不能となりまして、昭和51年購入で、32年経過し

ていることもございまして、修理不可能というこ

とで急遽補正をお願いしたという経緯でございま

す。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） 保健福祉部長。

〇保健福祉部長（吉田市夫） 延長保育の事業費の

増額補正についてお答えいたします。

ご提案を申し上げました保育所の委託料の補正

でございますが、去る３月３日に海の子保育園よ

り利用者のご要望にこたえ、保育サービスの向上

を図るために延長保育事業を実施したいという要

望がございまして、この延長保育促進事業は国か

ら補助されるということがあるものですから、３

月３日で申請があったものについて４月１日から

すぐ補助ができなかったということで、予算の関

係で７月から延長保育を実施するということで今

回この補正をしたものでございます。

現在の延長保育の補助対象は、近川保育園、並

木保育園、現在の海の子保育園と白百合保育園、

やっていないのがあすなろ保育園だけと、あと公

立の保育所がやっていないで、ほかの私立の保育

園は延長保育を実施しておりますので、来年も継

続してまいりたいと思っております。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） 教育部長。

〇教育部長（佐藤節雄） 教育委員会に関する部分

についてお答えいたします。

まず、東北ボート選手権大会の20万円の予算の

件でございますけれども、これは５月６日に協会

。 、のほうから補助の申請が上がっております ただ

５年に１度の東北大会ということで、本来であれ

ば当初予算に計上すべきであったかと思うのです

けれども、ボート協会のほうで申請を忘れておっ

たというふうなことで、この申請になったために

おくれたものでございます。ただ、大会の日程は

６月20日から22日までの日程ということでござい

ます。

それから、基準はどのようにしているのかとい

、 、うことでございますけれども 一応の目安として

教育委員会の内部、内規といいますか、そういう

基準としては、県大会では大体５万円以内、それ

から東北大会では20万円以内をめどに当該大会等

の収支等を勘案して補助をするというふうなスタ

ンスをとっております。

それから、もう一つ、下北自然の家の管理の経

費についてでございますけれども、これは宿泊者

の食糧費、それから教材等の経費でございます。

これも本来は当初予算で計上すべきであったと思

います。なぜこのような形になったのかと申しま

すと、下北自然の家を県から移譲される際に、県

と同じような方式で一応運営をしようというふう

な計画をしておりました。その際に、県の運営で

はこういう実費を徴収するものについては公費を

経由していなかったという経緯がございます。そ

の方式で当初はいこうとしておったのであります

けれども、やはりこれは公金として収受して、収

入と費用をきちっとした形で予算措置すべきであ

るというふうな考え方から、今回１年分の目安と
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して食糧費、それから役務費、これを予算計上さ

せていただいたということでございます。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） 25番。

〇25番（斉藤孝昭） 下北自然の家の部分だけ再質

疑します。

雑費とかいろいろさまざまあると思いますが、

食事代だけということで考えると、当然むつ市の

施設ですから、むつ市の収入になるわけですね。

それをその維持管理費の経費に回すというのは、

お金のやりとりについては詳しく勉強していない

ので、わかりませんが、当然市の収入に入るべき

だと思います。なのに今の答弁でいくと、下北自

然の家の維持管理費のみに計上するというふうな

内容ですので、そこのところをもう一度お願いし

ます。

〇議長（村中徹也） 教育部長。

〇教育部長（佐藤節雄） お答えいたします。ちょ

っと舌足らずで申しわけございませんでした。

６ページのほうに雑入という項目がございま

す。この中に下北自然の家の食事代外ということ

で490万円の収入を見込んでおります。したがい

まして、歳入歳出同額の補正ということでお願い

しております。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） 25番。

〇25番（斉藤孝昭） まだ下北自然の家は指定管理

者制度を導入していませんので、管理団体の収入

になる部分は維持管理費に使っていいのかどうか

という論議もこれから必要だと思うのです。それ

で、例えば下北自然の家に収入がありましたと、

それは一般財源に繰り込むべきではないかと思い

ますけれども、今の提案でいくと、下北自然の家

で収入になった部分は全部維持管理費に回すとい

うふうな提案でありますので、そこのところがち

ょっと疑問に思います。もう一度説明をお願いし

ます。

〇議長（村中徹也） 教育部長。

〇教育部長（佐藤節雄） お答えいたします。

下北自然の家は、直営でございます。直営であ

りますから、収入はすべて収入等で受けます。給

食の部分は、一部事務を委託しておりますけれど

も、それはあくまでも委託費として市から払う部

分でございます。これは、材料費として市が買っ

たものは市がこの収入の中から支払うという形に

なります。要は、支出のほうに盛っています需用

費の部分については、食材費でございます。です

、 、 、から 市が例えば米を買ったり 野菜を買ったり

みそを買ったり、この食材費として購入したもの

をいわゆる下北自然の家を利用している方に提供

します。そのかわりに食事代として収入をいただ

きますというふうなことです。

〇議長（村中徹也） これで斉藤孝昭議員の質疑を

終わります。

ほかに質疑ありませんか。15番目時睦男議員。

（15番 目時睦男議員登壇）

〇15番（目時睦男） 斉藤議員の質疑と関連します

が、別な角度からお聞きしたいと思います。

８ページの第10款教育費、４項の社会教育費の

ただいまありました下北自然の家の管理費の関係

であります。先ほどの説明の中で、補正額490万

円の内訳としては食材費と、こういうようなこと

でわかりましたが、たしかこの下北自然の家の運

営については、むつ市教育振興会に業務委託をし

ているわけで、この食材をどのような形の中で購

入を考えているのか。既にもう５月からやってい

るわけでありますが、地元の食材を購入するとい

うようなことでやっているのかどうか、その辺の

内容についてお聞きをしたいと思います。

〇議長（村中徹也） 教育部長。

〇教育部長（佐藤節雄） お答えいたします。

食材については、県立で使っていたものと同じ
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に地元から発注をしてございます。

それから、教材等につきましても、同じく地元

から発注をして購入しているというような状況で

ございます。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） これで目時睦男議員の質疑を

終わります。

ほかに質疑ありませんか。６番横垣成年議員。

（６番 横垣成年議員登壇）

〇６番（横垣成年） １つの点についてだけお願い

します。

公害対策費ということで、水質測定器を購入す

るとありますが、当然水の分析はＢＯＤだけでは

ないので、いろんな機器が必要かと思います。そ

ういう意味で、今回購入する機械以外に何かそろ

えている機械はどういうのがあるのか、できれば

今下北半島は原発半島になりつつあるので、放射

能測定器などもこういう形でそろえてはいかがか

なというふうに思いますが、よろしくお願いしま

す。

〇議長（村中徹也） 民生部長。

〇民生部長（佐藤吉男） 横垣議員のお尋ねにお答

えいたします。前段の部分だけ私からお答えをさ

せていただきます。

公害対策機器についてお尋ねでございますが、

、 、騒音計と振動レベル計 水質検査用の測定機器は

水素イオン濃度測定器、通称ｐＨメーターと溶存

酸素測定器ＤＯメーターと先ほどのＢＯＤ測定器

でございます。

〇議長（村中徹也） 防災調整監。

〇総務部防災調整監（岩崎金蔵） 放射性物質の測

定器についてお答えいたします。

当市では、県からの貸与によりまして、ポケッ

ト線量計17個及びサーベイメーター、これも放射

線を測定する機械でございますけれども、この放

射線測定器を備えつけております。

なお、下北地域広域行政事務組合消防本部にも

同様の放射性物質を測定する資機材が配備されて

ございます。

以上です。

〇議長（村中徹也） これで横垣成年議員の質疑を

終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で議案第66号の質疑を終わります。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます議案第66号は、会議規則第38条第２項の規定

、 。により 委員会への付託を省略したいと思います

これにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第66号は委員会への付託を省略すること

に決定いたしました。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案は原案のとおり可決することにご異議あり

ませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第66号は原案のとおり可決されました。

◇報告第６号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第14 報告第６号

平成19年度むつ市一般会計繰越明許費繰越計算書

を議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で報告第６号の質疑を終わります。

報告第６号については、文書のとおりでありま

すので、ご了承願います。
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◇報告第７号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第15 報告第７号

専決処分した事項の報告及び承認を求めることに

ついてを議題といたします。

本案は、平成19年度むつ市一般会計補正予算に

ついて報告及び承認を求めるものであります。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

６番横垣成年議員。

（６番 横垣成年議員登壇）

〇６番（横垣成年） ２点ほどお願いします。

この補正予算では、下北医療センター負担金と

いうことで１億365万6,000円という出費がなされ

ております。提案理由では、下北医療センターへ

の追加負担ということで、これはむつ総合病院の

経営健全化計画にかかわるものだということであ

りますが、これを合わせると合計で幾らになるの

か。私の計算だと、むつ市の負担が２億3,000万

円に、これを入れて３億三千数百万円ということ

かどうか。

それと、これは平成19年度のむつ総合病院の決

算を受けたものだということですから、平成20年

度まで経営健全化計画がありますので、平成20年

度で例えば経営健全化計画に満たない残りの部分

がもし残ったら、これはこういう形でむつ市が負

担するという形になるのか。

以上、お願いします。

〇議長（村中徹也） 企画部理事。

〇企画部理事（近原栄） 横垣議員のお尋ねにお

答えいたします。

予算書13ページの下北医療センターの負担金に

ついては、これはむつ総合病院に対する負担金で

あります。今年度の決算見込みにおいて入院収益

の減少、そして材料費の増加等の要因から不良債

務の解消額に不足を生じる見込みとなりましたの

で、１億365万6,000円の追加補正を行っておりま

す。

今年度のむつ総合病院に対する負担金の予算総

額につきましては、第五次病院事業経営健全化計

画解消分も含めて13億9,660万2,000円となってお

ります。

２点目の平成20年度もこのような出費があるの

かというお尋ねでありますが、このむつ総合病院

の第五次病院事業経営健全化計画は、平成20年度

で終了、いわゆる55億円の不良債務を解消すると

いうことでありますので、当然もう平成20年度で

終了しなければなりませんので、こういうケース

の場合でも一般会計の負担は当然出てくるのでは

ないかなというふうに考えております。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） ６番。

〇６番（横垣成年） そうしますと、私は単年度で

負担、合計幾らかということでちょっとお聞きし

たかったのですが、それは多分13億九千何がしは

累計かなというふうに思います。毎年むつ市は単

年度で大体２億3,000万円ぐらい、県のほうも２

億3,000万円という形で負担しているという記憶

がありますので、その毎年の２億3,000万円に今

回の１億365万円6,000円が上乗せされた形で理解

していいのかということと、そうしますと、こう

いうふうに経営健全化計画がうまく進まなかった

場合に、完全にむつ市だけが負担で、県のほうと

か国のほうは全然負担してくれないのかなと。そ

こをもっと政治的な力で何とかお願いできる余地

は全然ないものかどうか、そこをお願いします。

〇議長（村中徹也） 企画部理事。

〇企画部理事（近原栄） 不良債務解消分、いわ

ゆる第五次病院事業経営健全化計画分は平成19年

度５億2,419万円として一般会計でむつ総合病院

に出しております。この財源の内訳は、半分は国

から特別交付税に措置されるということになって

おります。この４分の１は、県から１億3,100万
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円、これが県の補助金という形で来ております。

一般会計は１億3,000万円ほど負担しております

ので、今回これに１億365万6,000円を追加したと

いう形になります。一応平成20年度でいわゆる第

五次病院事業経営健全化計画、55億円の不良債務

を解消するということでありますので、当然平成

20年度も国では特交で措置されるし、県のほうで

は１億3,000万円補助金という形で交付される見

込みであります。できる段階で、計画どおりであ

ればよろしいのですけれども、不足が生じた場合

は当然一般会計でも支出するという形になろうか

なというふうなことで思っております。

以上です。

〇議長（村中徹也） これで横垣成年議員の質疑を

終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で報告第７号の質疑を終わります。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます報告第７号は、会議規則第38条第２項の規定

、 。により 委員会への付託を省略したいと思います

これにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） ご異議なしと認めます。よっ

て、報告第７号は委員会への付託を省略すること

に決定いたしました。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本報告は承認することにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） ご異議なしと認めます。よっ

て、報告第７号は承認することに決定いたしまし

た。

◇報告第８号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第16 報告第８号

専決処分した事項の報告及び承認を求めることに

ついてを議題といたします。

本案は、むつ市人事行政の運営等の状況の公表

に関する条例の一部を改正する条例ついて報告及

び承認を求めるものであります。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で報告第８号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております報告第８号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

総務常任委員会に付託いたします。

◇報告第９号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第17 報告第９号

専決処分した事項の報告及び承認を求めることに

ついてを議題といたします。

本案は、むつ市脇野沢野猿公苑条例の一部を改

正する条例について報告及び承認を求めるもので

あります。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

６番横垣成年議員。

（６番 横垣成年議員登壇）

〇６番（横垣成年） １点だけお願いします。

なぜ市長部局とするのかサル関係はほとんど全

部教育委員会で管轄しているので、その流れのま

までいいのではないかなと思います。何かぐあい

が悪かったのかどうか、お聞かせ願います。

〇議長（村中徹也） 総務部長。

〇総務部長（新谷加水） お答えいたします。

サルの保護対策につきましては、今年度から鳥

獣対策室というのを農林畜産課のほうに設けてお

りまして、これまで教育委員会が所管の施設であ

ったわけですけれども、この野猿公苑につきまし

ても、鳥獣対策室のほうに移したということでご
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ざいます。

、 、もう少し申し上げますと そもそもサルの捕獲

あるいは農作物の被害対策、こういうふうなもの

を教育委員会が担当していたわけでございますけ

れども、これは組織上若干おかしかったというこ

となわけでございます。といいますのも、サルの

捕獲につきましては、文化財保護法に基づきまし

て教育委員会が市長からの申請を受けまして、現

状変更の許可を出すという役目を帯びているわけ

でございまして、そういうことからいきますと、

サルを捕殺したり、あるいは農作物の保護のため

に電気柵の設置する事業をするということが若干

組織上おかしい、教育委員会になじまない事業と

いうことになるということで、今般新たに特定鳥

獣保護管理計画ということも４月から施行されて

おりますので、きちんとした組織体制づくりをし

たということでございます。それに合わせて施設

も移管したということでございます。

以上です。

〇議長（村中徹也） ６番。

〇６番（横垣成年） そうしますと、こういう動物

関係は、一切もう教育委員会で管理する、そうい

う対象はなくなったというふうな形で理解してよ

ろしいでしょうか。

〇議長（村中徹也） 総務部長。

〇総務部長（新谷加水） お答えいたします。

北限のサルは天然記念物、カモシカが特別天然

記念物ということになりますので、文化財という

ことでは教育委員会も関係があるわけでございま

す。先ほど申し上げましたように、文化財保護法

の観点から、現状変更、捕獲したり、捕殺する場

合もありますけれども、調査のために捕獲する、

いわゆる捕獲して首輪をつけるとか、そういうふ

うなことを調査事業としてやることがございま

す。そういうことの許可を出すという役目がござ

います。そういう面では、まだ完全に関係なくな

ったということではございません。

〇議長（村中徹也） これで横垣成年議員の質疑を

終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

ただいま議題となっております報告第９号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

産業経済常任委員会に付託いたします。

◇報告第１０号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第18 報告第10号

専決処分した事項の報告及び承認を求めることに

ついてを議題といたします。

本案は、平成19年度むつ市国民健康保険特別会

計補正予算について報告及び承認を求めるもので

あります。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

６番横垣成年議員。

（６番 横垣成年議員登壇）

〇６番（横垣成年） １点だけお願いします。

この国民健康保険特別会計補正予算であります

が、今回の平成19年度の、ほとんど確定だとは思

うのですが、それによると、結局平成18年度と変

わらない収入、一般被保険者国民健康保険税が今

回マイナス１億3,655万8,000円で14億7,000万円

という形にほとんど確定だとは思うのですが、結

局このマイナス１億三千万何がしというのがかな

り大きいと思いますので、この主な理由をお聞か

せ願いたいし、当初平成19年度はかなりそれなり

に税収がふえるというふうな予算だったと私は記

憶しているのですが、結局平成18年度とほとんど

変わらない収入というふうな形になっているの

、 、で 当初の予算がやっぱり見込み違いだったのか

そこら辺も含めてお答えお願いいたします。

〇議長（村中徹也） 民生部長。
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〇民生部長（佐藤吉男） 横垣議員のお尋ねにお答

えいたします。

一般国保税の減額１億3,655万8,000円の理由で

ございますが、２点ほどございます。１点目は、

被保険者の所得の減等により現年度分の調定額が

約6,700万円減額となったことでございます。

また、収納率につきましては、当初現年度分収

納率を88％、滞納繰越分を20％と前年度より２ポ

イントほど高目に見込んでおりましたが、結果は

、 、現年度分87.39％で 対前年度比0.85ポイント増

滞納繰越分14.82％増で6.91ポイント増となった

ものの、予算で予定しました収納率には届かなか

ったことが主な理由のもう一点でございます。

以上の２点でございます。

〇議長（村中徹也） これで横垣成年議員の質疑を

終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で報告第10号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております報告第10号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

教育民生常任委員会に付託いたします。

◇報告第１１号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第19 報告第11号

専決処分した事項の報告及び承認を求めることに

ついてを議題といたします。

本案は、むつ市税条例の一部を改正する条例に

ついて報告及び承認を求めるものであります。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で報告第11号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております報告第11号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

総務常任委員会に付託いたします。

◇報告第１２号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第20 報告第12号

専決処分した事項の報告及び承認を求めることに

ついてを議題といたします。

本案は、平成20年度むつ市老人保健特別会計補

正予算ついて報告及び承認を求めるものでありま

す。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で報告第12号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております報告第12号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

教育民生常任委員会に付託いたします。

◇報告第１３号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第21 報告第13号

専決処分した事項の報告及び承認を求めることに

ついてを議題といたします。

本案は、むつ市国民健康保険税条例の一部を改

正する条例ついて報告及び承認を求めるものであ

ります。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

６番横垣成年議員。

（６番 横垣成年議員登壇）

〇６番（横垣成年） ３点ほどお願いします。

まず特定世帯という表現が出てくるのでありま

すが、これは私何回読んでもなかなか、資格を喪

失した者であって、喪失した日の前日の属する月

以後５年を経過するまでの間に限り、継続して同

一の世帯に属すると、ちょっとどういう方がこれ

に該当するのか全然理解ができないので、説明を

お願いしたいと思います。

そして次、負担上限が今までは56万円であった



- 98 -

、 、のですが 結局今回47万円と12万円に分けられて

２つ足せば59万円ということだから、結局負担上

限が56万円から59万円にふえたというふうなこと

になるのかということです。

３点目ですが、国保税減免の条項が今現在第

23条にあるのですが、これを26条にかえるのはい

いのですが、私はもしかして特定の場合に限り、

その減免をその他の特別な事情のある者というの

も変更されるのかなと思ったら、そのままこれが

（４）になったので安心したのですが、結局１、

２、３というふうに23条あったのを１、２の後に

、 、３を入れて 今までの３を４にするということで

この（３）を追加したのはなぜなのかなというこ

とで、もしかしたら減免要件というものをこれに

よって厳しくされてしまうのかなというふうなこ

とを心配するものですから、このなぜ追加したか

というところです。

以上、３点お願いします。

〇議長（村中徹也） 民生部長。

〇民生部長（佐藤吉男） 横垣議員のお尋ねにお答

えいたします。

３点ほどだと思いましたが、まず第１点目の特

定世帯とは何かということでございます。国保世

帯のうち75歳に到達した方が後期高齢者医療制度

に異動することにより、国保の被保険者が１人に

なる世帯を特定世帯と呼んでおります。例を述べ

ますと、国保被保険者の75歳以上の夫と75歳未満

の妻の２人世帯の場合、平成20年４月から夫が国

保の資格を喪失し、後期高齢者医療制度に異動し

、 。ますので 国保には妻１人が残ることになります

このような世帯を特定世帯として、世帯別平等割

を２分の１に減額する条例改正でございます。

お尋ねの２点目でございますが、負担上限が

56万円だったのが59万円にふえたのかというお尋

ねでございます。基礎課税分が56万円から47万円

に９万円引き下げられますが、新たに後期高齢者

支援金分が12万円と定められましたので、合計で

59万円となります。改正前は基礎課税分だけの

56万円でしたので、限度額が３万円引き上げられ

たということでございます。

お尋ねの第３点目、第23条を第26条にするのは

いいのだが （３）を追加したのはなぜか、減免、

要件を厳しくするものではないかというお尋ねで

ございますが、第23条に第３号を加えて同条を第

26条とする改正は、減免要件を厳しくするもので

はなく、後期高齢者医療制度の創設に伴い、新た

に減免対象者を加えるものでございます。具体的

には、被用者保険、政管健保、組合健保、共済等

ございますが、の被保険者本人が75歳に到達し、

その資格を喪失し、後期高齢者医療制度に異動す

、 、ることに伴い その方の被扶養者も資格を喪失し

75歳未満であれば国保に加入することになりま

す。それまでは、直接的には保険料を負担してい

なかったこのような方を旧被扶養者と呼んでおり

ますが、その方々を減免の対象に加える改正でご

ざいます。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） これで横垣成年議員の質疑を

終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で報告第13号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております報告第13号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

教育民生常任委員会に付託いたします。

◇報告第１４号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第22 報告第14号

専決処分した事項の報告についてを議題といたし

ます。

本案は、工事請負契約の一部変更契約について
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報告するものであります。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で報告第14号の質疑を終わります。

報告第14号については、文書のとおりでありま

すので、ご了承願います。

◇報告第１５号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第23 報告第15号

専決処分した事項の報告及び承認を求めることに

ついてを議題といたします。

本案は、平成20年度むつ市一般会計補正予算に

ついて報告及び承認を求めるものであります。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で報告第15号の質疑を終わります。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます報告第15号は、会議規則第38条第２項の規定

、 。により 委員会への付託を省略したいと思います

これにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） ご異議なしと認めます。よっ

て、報告第15号は委員会への付託を省略すること

に決定いたしました。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本報告は承認することにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） ご異議なしと認めます。よっ

て、報告第15号は承認することに決定いたしまし

た。

◇報告第１６号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第24 報告第16号

専決処分した事項の報告及び承認を求めることに

ついてを議題といたします。

本案は、平成20年度むつ市国民健康保険特別会

計補正予算について報告及び承認を求めるもので

あります。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

６番横垣成年議員。

（６番 横垣成年議員登壇）

〇６番（横垣成年） ３点ほどお願いします。

これは、平成20年度の国保会計の補正予算であ

りますが、報告第10号で平成19年度でしたかの国

保の補正予算が審議されて マイナス１億3,655万、

8,000円が収入減となったということで、これを

主要な原因の結果、平成20年度で、結局２億

5,537万1,000円を平成19年度のほうに補てんしな

ければならないというふうな形になったのかどう

かということと、２点目ですが、結局平成19年度

の国保会計は、基金２億800万円取り崩している

のです。それを取り崩してもさらに２億5,537万

1,000円が足りなかったということで、この基金

と今回の補てん部分を足すと、合わせて４億

6,000万円の不足、赤字だったというふうに考え

ていいのかどうかということです。

あと３点目ですが、平成20年度の国保会計は、

そういう意味ではマイナスから出発するというこ

とになると思います。今回平成20年度は15.1％国

保税が値上げされて、私自身も７万5,000円ぐら

いでしたか、値上げされてきましたけれども、結

局２億5,537万1,000円の赤字から平成20年度の国

保会計が始まって、今回の値上げで間に合うのか

どうかということ。

以上、３点よろしくお願いします。

〇議長（村中徹也） 民生部長。

〇民生部長（佐藤吉男） 横垣議員のお尋ねにお答

えいたします。

まず、繰上充用に至った理由についてでござい
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ますが、経過を申し上げますと、理由の一つは平

成17年度の税率改正におきまして、税率を、必要

な税収を確保するための税率より低く設定した経

緯がございます。そのため平成17年度は約２億

3,000万円、平成18年度は３億1,000万円を財政調

整基金から繰り入れしまして、収支の均衡を保っ

てまいりました。その結果、基金残高が約２億

1,000万円となり、それをすべて平成19年度に繰

り入れしても、前年度と比較して１億円の歳入減

となります。

また、一般被保険者に係る保険給付費が平成

18年度と比べ２億5,000万円ほど増加しておりま

す。50％が国・県の負担金補助金で賄われるにし

ても、残る１億2,500万円の財源が必要となりま

すので、これらを合わせて２億5,537万1,000円の

歳入不足となったものでございます。

２点目のお尋ねの基金２億800万円を取り崩し

ても足りなく、さらには２億5,537万1,000円不足

ということか、合わせて４億6,000万円の不足、

赤字だったのかということについてお答えいたし

ますが、基金繰入金は２億1,493万円ですので、

この繰り入れがなければ４億7,030万円の不足、

結局赤字だったということになります。

お尋ねの３点目、平成20年度は15.1％の値上げ

をしたが、２億5,537万1,000円の赤字から出発す

るということか、不足、赤字となることはないの

かについてお答えいたします。平成20年度予算編

成の段階で繰上充用という事態も想定できなかっ

たわけでもありませんでしたので、平成20年度予

算では歳入歳出の差額３億4,200万円を予備費に

計上しております。今回の補正で共同事業拠出金

等の減額等により歳出を組み替えまして繰上充用

額を計上し、補正後の予備費は１億7,300万円と

なります。厚生労働省の予算編成の指針による予

備費の基準は保険給付費の３％となっており、平

、成20年度予算では１億2,800万円となりますので

必要な額は確保しております。

なお、収納率向上のため、あらゆる方策を実施

して、必要な税収を確保し、国保財政の健全な運

営に努めてまいりたいと考えております。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） これで横垣成年議員の質疑を

終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で報告第16号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております報告第16号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

教育民生常任委員会に付託いたします。

◇報告第１７号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第25 報告第17号

専決処分した事項の報告及び承認を求めることに

ついてを議題といたします。

本案は、平成20年度むつ市用地造成事業会計補

正予算について報告及び承認を求めるものであり

ます。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で報告第17号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております報告第17号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

建設常任委員会に付託いたします。

◎散会の宣告

〇議長（村中徹也） 以上で、本日の日程は全部終

わりました。

お諮りいたします。明６月18日は常任委員会の

ため休会としたいと思います。これにご異議あり
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ませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） ご異議なしと認めます。よっ

て、明６月18日は常任委員会のため休会すること

に決定いたしました。

なお、６月19日は一般質問を行います。

本日はこれで散会いたします。

午後 ４時４３分 散会
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